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* 琉球大学教育学部社会科教育専修所属

は
じ
め
に

　「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」（
以
下
、「
御
廟
之
図
」
な
い
し
本
資
料
と

略
す
）
は
、
国
宝
「
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
」
に
お
け
る
第
二
三
号
文
書
と
し
て

那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
国
宝
指
定
前
に
国
文
学
研
究
資
料
館
に

よ
り
調
査
さ
れ
た
ほ
か
、
そ
の
複
製
本
が
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
お

り
、
本
研
究
で
は
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
側
の
理
解
の
下
、
こ
れ
を
利
用
し
た
。
そ

の
主
た
る
目
的
は
、
本
資
料
テ
ク
ス
ト
全
体
の
校
訂
と
附
図
の
整
序
、
書
き
下
し
と

典
拠
の
確
認
を
通
し
て
内
容
全
体
の
把
握
を
行
い
、
状
況
に
応
じ
て
行
わ
れ
て
き
た

近
世
琉
球
の
廟
議
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
御
廟
之
図
」の
構
成
は
、「
周
九
廟
図
」「
周
七
廟
図
」「
周
大
祫
図
」「
周
時
祫
図
」「
漢

唐
宋
七
廟
図
」「
漢
唐
宋
祫
祭
図
」「
元
明
太
廟
図
」「
晋
六
世
七
室
図
」「
晋
元
帝
時

六
世
十
廟
図
」「
唐
宣
宗
九
代
十
一
室
図
」
と
題
す
る
中
国
王
朝
の
廟
制
に
関
す
る

図
が
無
題
含
め
全
一
二
点
、
朱
熹
や
秦
蕙
田
の
言
説
に
加
え
て
、
東
晋
や
唐
代
に
お

け
る
廟
議
の
抜
粋
、
孔
継
汾
と
族
人
と
の
対
話

（
１
）

、
蔡
徳
晋
の
「
兄
弟
同
昭
穆
論

（
２
）」、

そ

し
て
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
を
経
て
、
琉
球
廟
制
の
「
原
議
」
に
関
す
る
所
論
が
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
第
二
尚
氏
王
統
の
開
祖
尚
円
王
を
中
心
に
し
た
神
主
の
配

置
法
が
五
点
図
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
所
論
に
は
「
貴
国
」「
愚
意
」「
卑
見
」
と
あ

り
、
本
資
料
の
作
成
者
が
お
よ
そ
琉
球
人
で
は
な
く
、
し
か
も
非
公
式
的
な

立
場
に
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
文
章
は
全
て
漢
文
で
あ
り
、
上

欄
に
語
注
が
記
さ
れ
返
り
点
と
送
り
仮
名
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
首

里
な
ど
久
米
村
系
以
外
の
学
識
者
や
王
府
高
官
の
参
考
に
供
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る

（
３
）

。「
原
議
」で
は
尚
育
王
ま
で
が
祭
祀
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

作
成
さ
れ
た
の
は
最
後
の
国
王
尚
泰
の
時
代
で
あ
る
。

　
な
お
本
研
究
に
お
い
て
は
、「
御
廟
之
図
」
の
内
容
を
「
兄
弟
同
昭
穆
論
」

と
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
を
境
に
し
て
上
下
に
分
け
、
下
の
部
分
は
別
稿
で
取

り
上
げ
る
。
理
由
と
し
て
は
、
双
方
が
異
な
る
基
準
を
示
し
二
者
択
一
の
選

択
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
も
中
国
と
琉
球
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
相

互
参
照
の
便
を
は
か
り
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
資
料
は
、
そ
の
「
原
議
」
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
、
ど

の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
と
し
て
、
王
朝
末

期
の
琉
球
に
も
中
国
の
複
雑
な
廟
議
の
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
つ
つ
、
独
自
の

決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
本
稿
に
お
け
る
原
文
と
原
図
は
【
】
で
区
別
し
白
文
正
字
体
と
し
、
原
典

を
参
照
で
き
る
場
合
、
校
訂
を
行
い
校
注
を
附
し
た
。
略
さ
れ
て
い
る
部
分
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は
（
）
で
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
常
用
漢
字
主
体
の
書
き
下
し
文
と
注
を
加
え
て

い
る
。
附
図
に
つ
い
て
は
、
作
図
し
直
し
て
通
し
番
号
を
付
し
一
部
の
文
字
は
横
組

に
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
と
附
図
の
掲
示
後
、
各
部
分
に
関
す
る
解
説
を
七
節
に
分

け
て
行
っ
た
。
上
欄
の
書
き
込
み
は
〔
〕
で
示
し
た
。

　
本
資
料
は
、徐
乾
学
『
読
礼
通
考
』
と
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考

（

４

）』、そ
し
て
官
撰
の
『
朱

子
全
集
』
や
『
皇
清
経
世
文
編
』
な
ど
清
代
の
文
献
を
抜
粋
し
て
い
る

（
５
）

。
原
文
校
閲

に
お
い
て
は
、
本
資
料
の
内
容
が
『
皇
清
経
世
文
編
』
に
ど
の
程
度
依
拠
し
て
い
る

の
か
確
認
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
が

（
６
）

、
本
稿
執
筆
時
の
世
界
的
な
感
染
症
拡
大
に

よ
る
社
会
的
状
況
の
た
め
『
皇
清
経
世
文
編
』
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
点
、
後
日
を
期
す
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

周
九
廟
之
圖
幷
圓
覺
寺
御
廟
之
圖

【
周
九
廟
圖
】【
周
七
廟
圖
】
九
廟
七
廟
二
圖
從
朱
子
全
集
抄
出 

九
廟
・
七
廟
の
二

図
、『
朱
子
全
集
』従よ

り
抄
出
す
。
外
圍
四
面
皆
牆
謂
之
都
宮

　
外
囲
四
面
は
皆
な
牆
、

之
を
都
宮
と
謂
う
。

梅
仙
錢
氏
曰
天
子
七
廟
不
可
益
亦
不
可
損
獨
有
功
徳
之
主
親
盡
不
祧
故
周
立
文
武
世

室
不
曰
廟
而
曰
世
室
亦
以
廟
制
不
能
加
於
七
耳

朱
子
曰
、
謂
周
文
武
王
爲
宗
不
在
七
廟
數
中
此
說
是

梅
仙
銭
氏
曰
く
「
天
子
七
廟
、
益
す
可
か
ら
ず
亦
た
損
う
可
か
ら
ず
。
独
だ
功
徳
有

る
の
主
の
み
親
尽
く
れ
ど
も
祧う

つ

さ
ず
。
故
に
周
は
文
・
武
の
世
室
を
立
て
て
廟
と
曰

わ
ず
、而
ち
世
室
と
曰
う
も
亦
た
廟
制
を
以
て
七
に
加
う
こ
と
能
わ
ざ
る
の
み
」
と
。

朱
子
曰
く
「
周
が
文
・
武
王
は
宗
為
り
と
謂
い
、
七
廟
の
数
中
に
在
ら
ざ
ら
し
む
、

此
の
説
は
是
な
り
」。

【
無
題
】
此
圖
從
崑
山
徐
氏
讀
禮
通
攷
抄
出

　
此
の
図
は
崑
山
徐
氏
の
『
読
礼
通
攷
』

従よ

り
抄
出
す
。

一
世
各
爲
廟
一
廟
有
門
有
堂
有
房
有
室
有
夾
室
有
寢
四
面
皆
有
牆

　
一
世
お
の
お
の

一
廟
を
為
し
廟
に
は
門
有
り
堂
有
り
房
有
り
室
有
り
夾
室
有
り
寝
有
り
四
面
皆
な
牆

有
り
。

各
廟
之
主
皆
在
堂
中
西
壁
下
東
向

　
各
廟
の
主
は
皆
な
堂
中
の
西
壁
の
下
に
在
り
東
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向
す
。

【
周
大
祫
圖
】
此
圖
從
朱
子
全
集
抄
出 

此
の
図
は
『
朱
子
全
集
』
従よ

り
抄
出
す
。

【
周
時
祫
圖
】
此
圖
從
朱
子
全
集
抄
出 

此
の
図
は
『
朱
子
全
集
』
従よ

り
抄
出
す
。

從
　
　
皇
清
經
世
文
編
抄
出

朱
子
曰
遷
毀
之
序

（
一
）

昭
常
爲
昭
穆
常
爲
穆
假
令
新
死
者
當
祔
昭
廟
則
毀
其
高
祖
之
廟
而

祔
其
主
於
左
祧
遷
其
祖
之
主
於
高
祖
之
故
廟
而
祔
新
死
者

（
二
）

於
祖
之
故
廟
卽
當
祔
於
穆

者
其
序
亦
然
蓋
祔
昭
則
群
昭
皆
動
而
穆
不
移
祔
穆
則
群
穆
皆
移
而
昭
不
動

此
諸
侯
五
廟
之
制

昭
穆
之
分
自
始
封
以
下
入
廟
之
時
便
有
定
次
後
雖
百
世
不
復
移
易
而
其
尊
卑
則
不
以

是
而
可
紊
也
故
成
王
之
世
文
王
當
穆
而
不
害
其
尊
於
武
武
王
爲
昭
而
不
害
其
卑
於
文

廟
皆
南
向

（
三
）

各
有
門
堂
寢
室
而
墻
宇
四
周
焉
外
爲
都
宮

凡
廟
主
在
本
廟
之
室
中
皆
東
向
及
其
祫
於
太
廟
之
室
中
則
唯
太
祖
東
向

（
四
）

自
如
而
最
尊

之
位
群
昭
列
於
北
墉
下

（
五
）

而
南
向
群
穆
列
於
南
墉
下
而
北
向

（
六
）

昭
穆
之
不
爲
尊
卑
説
已
見
前
其
大
祫
則
始
封
以
下
以
次
相
承
亦
無
差
舛
故
張
璪
以
爲

四
時
常
祀
各
於
其
廟
不
偶
坐
而
相
臨
故
武
王
進
居
王
季
之
位
而
不
嫌
尊
於
文
王
及
合

食
乎
祖
則
王
季
文
王
更
爲
昭
穆
不
可
謂
無
尊
卑
之
序
者
是
也
但
四
時
之
祫
不
兼
毀
廟

之
主
則
有
右
無
昭
而
穆
獨
爲
尊
之
時
餘
竊
以
爲（

七
）

一
昭
一
穆
固
有
定
次
而
其
自
相
爲
偶

亦
不
可
易
但
其
散
居
本
廟
各
自
爲
主
而
不
相
厭
則
武
王
進
居
王
季
之
位
而
不
嫌
尊
於

文
王
及
其
合
食
於
祖
則
王
季
雖
遷
而
武
王
自
當
與
成
王
爲
偶
未
可
以
遽
進

（
八
）

而
居
王
季

之
處
也
文
王
之
爲
穆
亦
虛
其
所
向
之
位
而
已

〔
遽
、
急
也
不
循
次
第
之
謂
〕

　（
一
）　
遷
毀
之
序
、原
文
「
遷
廟
之
序
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘

祫
議
」
に
よ
る
。

　（
二
）　
新
死
者
、原
文
「
新
死
者
之
主
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘

祫
議
」
に
よ
る
。

　（
三
）　
廟
皆
南
向
、
以
下
の
一
文
、『
朱
子
全
集
』
巻
三
九
に
見
ゆ
。

　（
四
）　
唯
太
祖
東
向
、原
文
「
惟
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」

に
よ
る
。

　（
五
）　
群
昭
列
於
北
墉
下
、『
朱
子
語
類
』
巻
九
〇
と
同
句
。『
朱
文
公
文
集
』
巻

六
九
「
禘
祫
議
」
は
「
群
昭
之
入
乎
此
者
、
皆
列
於
北
墉
下
」
に
作
る
。
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　（
六
）　
群
穆
列
於
南
墉
下
、『
朱
子
語
類
』
巻
九
〇
と
同
句
。『
朱
文
公
文
集
』
巻

六
九
「
禘
祫
議
」
は
「
群
穆
之
入
乎
此
者
、
皆
列
於
南
墉
下
」
に
作
る
。

　（
七
）　
竊
以
爲
、
原
文
「
竊
謂
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」

に
よ
る
。

　（
八
）　
未
可
以
遽
進
、原
文
「
未
可
遽
進
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘

祫
議
」
に
よ
る
。

『
皇
清
経
世
文
編
』
従よ

り
抄
出
す
。

朱
子
曰
く
「
遷
毀
の
序
は
、
昭
は
常
に
昭
為
り
、
穆
は
常
に
穆
為
り
、
仮た

と令
い
新
た

に
死
せ
る
者
当ま

さ

に
昭
廟
に
祔
す
べ
き
も
、
則
ち
其
の
高
祖
の
廟
を
毀こ

ぼ

ち
、
而
う
し
て

其
の
主
を
左
に
於
て
祔
し
其
の
祖
の
主
を
高
祖
の
故
廟
に
於
い
て
祧
遷
す
、
而
う
し

て
新
た
に
死
せ
る
者
を
祖
の
故
廟
に
於
て
祔
せ
ば
、
即
ち
当
に
穆
に
於
て
祔
す
べ
き

者
、
其
の
序
も
亦
た
然
り
。
蓋
し
昭
に
祔
せ
ば
則
ち
群
昭
は
皆
な
動
く
、
而
れ
ど
も

穆
は
移
ら
ず
、
穆
に
祔
せ
ば
則
ち
群
穆
は
皆
な
移
り
、
而
れ
ど
も
昭
は
動
か
ず
。

此
れ
諸
侯
五
廟
の
制
な
り
。

昭
穆
の
分
、
始
封
よ
り
以
下
入
廟
の
時
、
便
ち
次
を
定
む
る
有
る
後
、
百
世
と
雖
ど

も
復
た
移
易
せ
ず
、
而
う
し
て
其
の
尊
卑
は
則
ち
是
を
以
て
而
ち
紊
る
可
か
ら
ざ
る

な
り
。
故
に
成
王
の
世
、文
王
は
当
に
穆
に
し
て
而
ち
其
の
尊
を
武
に
於
て
害
わ
ず
、

武
王
は
昭
為
り
て
而
ち
其
の
卑
を
文
に
於
て
害
わ
ざ
り
き
。

廟
は
皆
な
南
向
し
各
お
の
門
堂
・
寝
室
有
り
て
而
ち
四
周
を
墻
と
し
、
外
に
都
宮
と

為
す
。

凡
そ
廟
主
は
本
廟
の
室
中
に
在
り
皆
な
東
向
し
、
其
の
祫
に
及
べ
ば
太
廟
の
室
中
に

於
て
し
、
則
ち
唯
だ
太
祖
の
み
東
向
自
如
と
し
て
最
尊
の
位
に
あ
り
、
群
昭
は
北
墉

下
に
於
て
列
な
り
而
う
し
て
南
向
し
、
群
穆
は
南
墉
下
に
於
て
列
な
り
而
う
し
て
北

向
す
。

昭
穆
の
尊
卑
を
為
さ
ざ
る
は
、
説
已
に
前
に
見
ゆ
、
其
れ
大
祫
な
れ
ば
則
ち
始
封
以

下
以
次
相
い
承
け
亦
た
舛
差
無
し
。
故
に
張
璪
以お

も爲
え
ら
く
、
四
時
常
祀
は
各
お
の

其
の
廟
に
於
て
偶
坐
せ
ず
而
う
し
て
相
い
臨
む
。故
に
武
王
は
王
季
の
位
に
進
居
し
、

而
れ
ど
も
尊
を
文
王
に
於
て
嫌
わ
ず
、
合
食
に
及
ぶ
や
、
祖
は
則
ち
王
季
、
文
王
は

更
ち
昭
穆
を
為
せ
ば
尊
卑
の
序
を
無
み
す
と
謂
う
可
か
ら
ざ
る
者
が
是
れ
な
り
。
但

し
四
時
の
祫
は
毀
廟
の
主
を
兼
ね
ず
ん
ば
、
則
ち
右
有
り
て
昭
無
く
而
う
し
て
穆
独

り
尊
為
る
の
時
、
余
窃
か
に
以
為
え
ら
く
、
一
昭
一
穆
は
固
よ
り
定
次
有
り
、
而
う

し
て
其
れ
自
づ
か
ら
相
い
偶
を
為
し
て
亦
た
易
う
可
か
ら
ず
。
但
だ
其
の
本
廟
に
散

居
し
各
お
の
自
ら
主
と
為
り
て
相
い
厭
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
武
王
は
王
季
の
位
に
進
居

し
、
而
れ
ど
も
尊
を
文
王
に
於
て
嫌
わ
ず
、
其
の
祖
に
於
て
合
食
す
る
に
及
べ
ば
、

則
ち
王
季
は
遷
る
と
雖
ど
も
而
れ
ど
も
武
王
は
自
ら
当
に
成
王
と
偶
を
為
し
、
未
だ

以
て
遽に

わ

か
に
進
み
て
王
季
の
処
に
居
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
文
王
の
穆
為
る
も
亦
た

其
の
向
う
所
の
位
を
虚
に
す
る
の
み
。

〔
遽
、
急
な
り
。
次
第
（
順
序
）
に
循よ

ら
ざ
る
の
謂
な
り
〕

第
一
節

　
　
周
九
廟
図
・
周
七
廟
図
お
よ
び
廟
制
図
（
仮
題
）

　
本
図
の
元
は
、『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」
の
禘
祫
図
で
あ
る
が
、
掲

載
順
が
逆
で
あ
る
。『
朱
子
全
集
』
巻
三
九
で
も
韋
元
成
の
七
廟
図
、
劉
歆
の
九
廟

図
の
順
で
あ
る
。【
周
九
廟
図
】
に
お
け
る
梅
仙
銭
氏
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い

な
い
（
図
1-1
）。【
周
七
廟
図
】
は
空
白
で
あ
る
が
（
図
1-2
）、太
祖
か
ら
見
て
左
が
穆
、

右
が
昭
で
あ
る
。
左
が
文
王
、
右
が
武
王
を
祀
る
場
所
で
あ
る
。
表
題
の
な
い
次
の

図
（
廟
制
図
）
を
見
る
と
、
廟
に
は
前
方
に
門
、
中
央
に
堂
、
後
方
に
寝
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
左
右
に
房
・
序
・
塾
な
ど
小
部
屋
が
あ
る
。
廟
四
辺
は
壁
で
囲
ま
れ
て
い

る
。
堂
が
廟
の
主
体
で
あ
り
、
寝
に
は
故
人
の
衣
冠
な
ど
が
保
管
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
廟
す
べ
て
が
南
面
し
、
主
は
東
面
し
て
い
る
。
こ
の
廟
域
が
囲
繞
さ
れ
て
お
り
都

宮
と
称
し
た
と
い
う
。
原
図
は
『
読
礼
通
考
』
巻
一
二
〇
廟
制
下
に
あ
り
、
南
宋
の

楊
復
が
経
書
の
『
爾
雅
』『
儀
礼
』
に
依
拠
し
て
解
説
し
て
い
る
。
抜
粋
の
図
は
簡

素
化
さ
れ
て
い
る
が
（
図
1-3
）、そ
れ
で
も
周
の
廟
一
棟
一
棟
が
広
壮
な
構
成
で
あ
っ
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て
、
琉
球
人
か
ら
す
る
と
円
覚
寺
境
内
全
域
に
相
当
す
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

（
７
）

。

　
朱
熹
は
周
七
廟
と
九
廟
の
両
方
を
検
討
の
た
め
に
並
記
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
せ

よ
、
文
王
・
武
王
を
祀
る
場
所
は
「
世
室
」
で
あ
り
廟
数
に
は
入
れ
な
い
。
四
つ
か

六
つ
の
昭
穆
の
廟
が
あ
り
、
新
し
い
廟
主
の
た
め
に
后
稷
以
降
の
古
い
廟
主
は
「
大

廟
（
太
廟
）」
に
、文
王
・
武
王
以
降
の
廟
主
は
「
世
室
」
に
移
さ
れ
る
。
太
廟
と
「
世

室
」
は
「
百
世
不
遷
」
と
し
て
永
遠
に
毀
た
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
が
前
漢
の
韋

元
成
と
劉
歆
、
そ
し
て
鄭
玄
と
王
粛
ら
に
共
通
す
る
認
識
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節

　
　
周
大
祫
図
・
周
時
祫
図

　
周
以
来
の
宗
廟
に
お
け
る
大
祭
が
祫
祭
で
あ
る

（
８
）

。
先
君
の
大
喪
が
明
け
て
か
ら
行

わ
れ
る
大
祫
で
は
、「
毀
廟
之
主
」
と
「
未
毀
廟
之
主
（
群
廟
之
主
）」
が
太
廟
に
集

め
ら
れ
、
東
面
す
る
太
祖
の
左
右
南
北
に
神
主
が
対
面
し
て
い
た
と
い
う
（
図
1-4
）。

原
図
の
昭
穆
で
は
、
世
数
で
は
な
く
不
窋
か
ら
幽
王
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
祫

と
は
別
に
四
季
定
例
（
四
時
）
の
祫
祭
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
未
毀
廟
之
主
（
群
廟
之

主
）」
だ
け
で
執
り
行
い
、
太
祖
と
文
王
・
武
王
以
外
は
、
世
代
交
替
に
よ
り
祧
廟

し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
1-5
）。
も
と
の
『
朱
子
全
集
』
巻
三
九
（『
朱

文
公
文
集
』
巻
六
九
、「
禘
祫
議
」
禘
祫
図
）
は
、
后
稷
か
ら
幽
王
ま
で
を
昭
穆
に

分
け
て
示
す
世
数
図
を
元
に
、
文
王
か
ら
幽
王
ま
で
を
祭
主
と
す
る
七
廟
と
九
廟
の

図
を
掲
載
し
て
い
る
し
、
朱
熹
の
「
周
時
祫
図
」
も
文
王
か
ら
孝
王
の
代
ま
で
を
図

示
し
文
王
・
武
王
が
世
室
に
入
り
七
世
な
い
し
九
世
の
廟
が
成
立
す
る
ま
で
を
示
す

が
、「
御
廟
之
図
」で
は
武
王
か
ら
昭
王
ま
で
の
四
代
の
み
の
抜
粋
に
止
め
て
い
る（
図

1-5
）。
注
目
す
べ
き
は
、
成
王
の
時
に
太
王
、
昭
王
の
時
に
文
王
の
対
面
を
空
け
て

描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
資
料
に
お
け
る
朱
熹
の
引
用
文
に
即
し
た
も

の
で
、
武
王
が
父
文
王
と
祖
父
王
季
、
曾
祖
父
太
王
と
高
祖
父
公
叔
と
を
対
偶
さ
せ
、

次
に
成
王
が
即
位
し
て
公
叔
が
太
廟
に
移
る
と
太
王
と
武
王
そ
れ
ぞ
れ
の
対
面
を
空

位
に
し
て
、
康
王
の
時
ま
で
王
季
・
文
王
父
子
が
対
面
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う

説
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
の
図
は
神
主
を
寄
せ
て
対
面
さ
せ
形
式
的
に
は

整
っ
て
い
る
が
、
懿
王
を
叔
父
の
孝
王
が
継
い
だ
頃
か
ら
即
位
序
列
と
昭
穆
の
位
置

と
が
合
致
し
な
い
「
対
偶
偏
枯
」
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。「
御
廟
之
図
」

の
作
成
者
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
お
り
琉
球
の
廟
議
に
関
連
づ
け
る
意
図

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
漢
唐
宋
七
廟
圖
】
同
殿
異
室
以
西
爲
上
蓋
取
神
道
尚
右
之
意

同
殿
異
室
は
、
西
を
以
て
上
と
為
す
。
蓋
し
神
道
右
を
尚
ぶ
の
意
を
取
る
。

【
漢
唐
宋
祫
祭
圖
】
朱
子
謂
此
禮
當
於
室
中
行
之
今
廟
室
狹
小

（
一
）

放
於
堂
上
行
之

（
二
）

始
祖

及
諸
穆
廟
之
主
坐
後
皆
無
所
依
非
禮
之
正

（
三
）

也

　（
一
）　
狹
小
、
原
文
は
「
狹
隘
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧
廟
議

状
　
本
朝
太
廟
制
」
に
よ
る
。
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　（
二
）　
放
於
堂
上
行
之
、
原
文
は
「
故
行
於
堂
上
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』

巻
一
五
「
祧
廟
議
状

　
本
朝
太
廟
制
」
に
よ
る
。

　（
三
）　
非
禮
之
正
、原
文
は
「
非
禮
之
至
」
に
作
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧

廟
議
状

　
本
朝
太
廟
制
」
に
よ
る
。

朱
子
謂
え
ら
く
「
此
の
礼
ま
さ
に
室
中
に
於
て
之
を
行
う
べ
し
。
今
の
廟
室
は
狭
小

に
し
て
、
堂
上
に
放
ち
て
之
を
行
う
。
始
祖
及
び
諸
穆
廟
の
主
は
後
に
坐
し
て
皆
な

依
る
所
無
く
、
礼
の
正
し
き
に
非
ず
」
と
。

【
元
明
太
廟
圖
】
自
元
祖
建
宗
廟
以
太
祖
居
中
明
因
□

（
之
カ
）

時
□

（
享
）

□
（
者
カ
）

太
祖
南
向
餘
東
西

向元
の
祖
よ
り
宗
廟
を
建
て
太
祖
を
以
て
中
に
居
ら
し
む
。
明
も
之
に
因
る
。
時
享
は

太
祖
南
向
し
、
余
は
東
西
に
向
く
。

漢
明
帝
永
平
十
八
年
遺
詔
無
起
寢
廟
藏
主
於
光
烈
皇
后
更
衣
別
室

朱
子
曰
漢
承
秦
弊
不
能
深
考
古
制
諸
帝
之
廟
各
在
一
處
不
容
合
爲
都
宮
以
序
昭
穆
後

漢
明
帝
又
欲
遵
儉
自
抑
後
世
遂
不
敢
加
而
公
私
廟
皆
爲
同
堂
異
室
之
制
自
是
以
來
更

歴
魏
晉
下
及
隋
唐

（
一
）（

其
間
非
無
奉
先
思
孝
之
君
據
經
守
禮
之
臣
而
）皆
不
能
有
所
裁
正

其
弊

（
二
）

至
使
太
祖
之
位
下
同
孫
子
而
更
僻
處
於
一
隅（
既
無
以
見
其
爲
七
廟
之
尊
群
廟

之
神
則
又
上
厭
祖
考
而
不
得
自
爲
一
廟
之
主
以
人
情
而
論
之
則
生
居
九
重
窮
極
壮
麗

而
没
祭
）一
室
不
過
尋
丈
甚
或
無
地
以
容
鼎
俎

（
三
）

而
陰
損
其
數
孝
子
順
孫
之
心
於
此

（
四
）

宜

亦
有
所
不
安
矣
古
制
祔
昭
則
穆
不
動
祔
穆
則
昭
不
動

（
五
）

如
今
之
法
則
毎
祔
一
室
群
室
皆

遷
（
六
）

　（
一
）　
下
及
隋
唐
、
原
文
「
下
及
」
無
し
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」

に
よ
り
補
う
。

　（
二
）　
裁
正
其
弊
、
原
文
「
其
弊
」
無
し
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」

に
よ
り
補
う
。

　（
三
）　
以
容
鼎
俎
、「
容
」虫
損
。『
朱
文
公
文
集
』巻
六
九「
禘
祫
議
」に
よ
り
補
う
。

　（
四
）　
於
此
、
原
文
無
し
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」
に
よ
り
補
う
。

　（
五
）　「
古
制
」以
下
「
不
動
」一
四
字
、
典
拠
不
詳
。

　（
六
）　
如
今
之
法
、以
下
、『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧
廟
議
状

　
本
朝
太
廟
制
」

の
一
文
。

漢
明
帝
永
平
十
八
年
、
詔
を
遺
し
寝
廟
を
起
つ
こ
と
無
か
ら
し
む
。
主
は
光
烈
皇
后

の
更
衣
別
室
に
於
て
蔵
す
。

朱
子
曰
く
「
漢
は
秦
の
弊
を
承
け
深
く
古
制
を
考
う
る
こ
と
能
わ
ざ
り
き
。
諸
帝
の

廟
は
各
お
の
一
処
に
在
り
、
合
せ
て
都
宮
を
為
す
を
容
れ
、
以
て
昭
穆
を
序
ぜ
ず
。

後
漢
明
帝
又
た
倹
を
尊
び
自
ら
抑
え
ん
と
欲
し
、
後
世
遂
に
敢
て
加
え
ず
、
而
う
し

て
公
私
の
廟
は
皆
な
同
堂
異
室
の
制
を
為
す
。
是
れ
自
り
以
来
、
魏
・
晋
を
更
歴
し

下
り
て
隋
・
唐
に
及
び
（
其
の
間
、
先
を
奉
り
孝
を
思
う
の
君
、
経
に
拠
り
礼
を
守

る
の
臣
無
き
に
非
ず
、
而
れ
ど
も
）
皆
な
其
の
弊
を
裁
正
す
る
所
有た

も

つ
能
わ
ず
、
太

祖
の
位
を
し
て
下
に
孫
子
と
同
う
し
而
う
し
て
更
に
一
隅
に
於
て
僻
処
せ
し
む
る
に

至
り
、（
既
に
以
て
其
の
七
廟
為
る
の
尊
を
見
る
こ
と
無
く
、
群
廟
の
神
、
則
ち
又

た
上
に
祖
考
を
厭
い
、
而
れ
ど
も
自
ら
一
廟
の
主
と
為
る
を
得
ず
、
人
情
を
以
て
而

し
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
九
重
に
生
居
し
、
窮
極
壮
麗
に
し
て
、
而
れ
ど
も
一
室

に
没
祭
し
）、
一
室
尋
丈
を
過
ぎ
ず
、
甚
だ
或
い
は
地
の
以
て
鼎
俎
を
容
る
る
こ
と

無
く
而
う
し
て
陰
に
其
の
数
を
損
い
、
孝
子
順
孫
の
心
、
此
に
於
て
宜
し
く
亦
た
安

ん
ぜ
ざ
る
所
有
り
。
古
の
制
、
昭
に
祔
せ
ば
則
ち
穆
は
動
か
ず
、
穆
に
祔
せ
ば
則
ち

昭
は
不
動
か
ず
。
今
の
法
の
如
き
は
、
則
ち
一
室
に
祔
す
る
毎
に
而
ち
群
室
皆
な
遷

る
。

第
三
節

　
　
漢
唐
宋
七
廟
図
・
漢
唐
宋
祫
祭
図
・
元
明
太
廟
図

　
後
漢
の
永
平
一
八
年
（
七
五
）
以
降
、
宗
廟
は
一
棟
の
み
建
立
さ
れ
る
よ
う
に

な
り

）
10
（

、「
同
堂
異
室
」
と
な
り
、
西
か
ら
東
へ
と
神
主
の
室
を
分
け
て
奉
安
し
た

が
（
図
1-6
）、
祫
祭
を
執
り
行
う
際
に
は
室
か
ら
堂
上
に
取
り
出
さ
れ
周
と
同
じ
く

配
置
さ
れ
た
（
図
1-7
）。
こ
れ
だ
と
、「
毀
廟
之
主
」
は
西
夾
室
を
祧
廟
と
し
て
移
し
、

− 6 −
−307−



前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（上）

兄
弟
の
場
合
、
先
君
を
東
夾
室
に
留
置
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
が
、
新
た
に
神
主

が
東
側
の
廟
室
に
入
る
と
「
百
世
不
遷
の
主
」
も
含
め
て
東
か
ら
西
側
へ
と
移
動
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
祖
以
降
の
廟
室
を
世
代
ご
と
の
廟
に
見
立
て
て
お
り
交

互
に
昭
穆
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
神
主
の
移
動
に
よ
り
昭
穆
が
変
わ
る
こ
と
に

な
る
。
世
代
交
替
に
よ
り
神
主
と
祭
主
の
続
柄
も
変
化
す
る
の
で
、
昭
穆
も
変
化
し

て
い
く
の
で
あ
る
。【
漢
唐
宋
七
廟
図
】
に
は
、「
西
を
以
て
上
と
為
す
。
蓋
し
神
道

右
を
尚
ぶ
の
意
を
取
る
」
と
あ
る
が
、
朱
熹
は
「
西
を
以
て
上
と
為
す
の
制
、
而
ち

左
昭
右
穆
の
次
無
く
、
一
た
び
逓
遷
す
る
有
れ
ば
、
則
ち
群
室
皆
な
遷
り
、
而
う
し

て
新
た
に
死
せ
る
者
は
当
に
其
の
禰
の
故
室
に
入
る
べ
し
。
此
れ
乃
ち
礼
の
大
節
、

古
と
同
じ
か
ら
ず
、
而
う
し
て
礼
を
為
す
者
猶
お
祖
父
に
執
祔
す
る
の
文
の
ご
と
き

は
、
意
義
無
き
が
似
し
」
と
指
摘
し
て
い
る

）
11
（

。
ま
た
、
太
廟
が
単
独
で
存
在
せ
ず
、

狭
い
場
所
に
神
主
を
集
め
て
儀
礼
を
行
う
の
も
「
非
礼
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
も

朱
熹
は
強
く
批
判
す
る
が

）
12
（

、
宋
朝
も
「
同
堂
異
室
」
な
の
で
、
具
体
的
に
は
こ
れ
を

前
提
と
し
た
上
奏
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

）
13
（

。

　
元
の
宗
廟
制
度
は

）
14
（

、
ク
ビ
ラ
イ
が
祖
父
チ
ン
ギ
ス
＝
ハ
ン
を
太
祖
と
し
て
上
都
の

太
廟
に
祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
至
元
二
一
年
（
一
二
八
四
）
に
竣
工
し
た
大
都
の

太
廟
は
、「
前
廟
後
寝
」
で
正
殿
が
東
西
七
間
に
広
が
り
当
初
は
七
室
だ
っ
た
。
そ

の
建
立
に
あ
た
っ
て
は
、「
都
宮
別
殿
」
と
「
同
堂
異
室
」
と
が
論
点
と
な
っ
た
。

前
者
は
周
の
七
廟
・
九
廟
と
同
じ
く
一
世
ご
と
に
廟
を
建
立
す
る
。
全
て
の
廟
が
南

面
し
（
図
1-1
・
図
1-2
）、
そ
れ
ぞ
れ
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
（
図
1-3
）、「
昭
は
穆

に
見
え
ず
、
穆
は
昭
に
見
え
」
な
い
の
で
あ
る
。
尊
卑
の
序
列
は
太
廟
に
お
け
る
祭

祀
の
際
の
神
主
配
置
で
示
さ
れ
る
（
図
1-4
）。「
祖
宗
を
尊
ば
ん
と
欲
せ
ば
」
前
者
に

尽
き
、「
倹
約
を
崇
ば
ん
と
欲
せ
ば
」
後
者
に
尽
き
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
同
堂
異
室
」

が
採
用
さ
れ
た
が
、【
元
明
太
廟
図
】
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
主
の
配
置
方
法
が

異
な
る
。
つ
ま
り
、
南
面
す
る
太
祖
を
中
軸
に
し
て
東
（
左
）
が
昭
と
な
り
ク
ビ
ラ

イ
の
父
ト
ル
イ
（
睿
宗
）
が
位
置
し
、
西
（
右
）
は
穆
と
し
て
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
位

置
と
な
っ
た
。こ
う
し
て「
東
は
右
を
以
て
上
と
為
し
」「
西
は
左
を
以
て
上
と
為
し
」、

太
祖
に
近
い
方
が
尊
位
と
な
り
、
ま
た
「
兄
弟
は
共
に
一
世
と
為
し
」
て
世
代
ご
と

に
太
祖
の
左
右
の
室
に
交
互
に
配
さ
れ
る
法
式
と
な
っ
た（
図
1-8
）。
英
宗
シ
ッ
デ
ィ

パ
ー
ラ
治
世
末
の
至
治
三
年
（
一
三
二
三
）
に
は
改
築
を
行
い
、
前
方
に
新
し
い
正

殿
を
拡
張
し
、
旧
正
殿
を
寝
殿
と
し
た
。
元
の
寝
殿
は
日
頃
神
主
を
安
置
し
て
い
る

場
所
で
あ
り
祧
廟
で
は
な
い
。
親
尽
き
た
神
主
を
移
す
た
め
の
西
夾
室
と
予
備
的
な

東
夾
室
が
設
け
ら
れ
た
。

　
明
の
太
祖
は
、
宋
太
祖
と
同
じ
く
高
祖
父
と
そ
の
配
偶
者
か
ら
亡
父
母
ま
で
を
皇

帝
皇
后
に
追
号
し
て
四
親
廟
を
建
立
し
た

）
15
（

。
特
筆
す
べ
き
は
、
高
祖
父
の
廟
を
中
央

に
東
西
に
曾
祖
父
以
下
の
廟
を
建
て
左
右
四
棟
を
囲
繞
す
る
都
宮
様
式
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
四
合
院
の
大
邸
宅
に
同
居
し
て
い
て
も
、
実
際
に
は
世
帯
ご

と
に
房
（
部
屋
）
に
分
か
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
観
念
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、王
朝
と
し
て
は
太
祖
以
降
は
七
廟
・
九
廟
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
同

堂
異
室
」
が
踏
襲
さ
れ
た
。
永
楽
帝
が
北
京
に
遷
都
し
た
の
で
、太
廟
は
嘉
靖
帝
（
位

一
五
二
二
～
一
五
六
七
）
の
時
代
に
南
京
の
廟
域
が
炎
上
す
る
ま
で
二
箇
所
に
存
在

し
て
い
た
。
嘉
靖
帝
（
世
宗
）
は
、
そ
の
再
建
は
行
わ
ず
、
宗
廟
を
都
宮
様
式
と
し

て
太
祖
廟
の
背
後
に
祧
廟
を
設
け
た
上
で
太
祖
の
四
親
を
移
そ
う
と
し
た
。
こ
の
廟

域
が
火
事
に
遭
い
、「
同
堂
異
室
」
に
戻
る
こ
と
で
明
朝
の
廟
制
が
初
め
て
確
定
し

た
と
『
明
史
』
は
い
う
。
元
朝
と
異
な
る
の
は
、
東
西
に
夾
室
は
設
け
ず
、
寝
殿
の

背
後
に
祧
廟
を
設
け
て
神
主
を
全
て
南
面
さ
せ
、
祫
祭
で
は
太
祖
以
下
は
東
西
で
対

面
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う（
図
1-8
）。太
祖
の
左
右
を
昭
穆
と
す
る
と
、

九
世
以
降
、
太
祖
の
左
右
そ
ば
の
神
主
を
祧
廟
に
移
し
詰
め
て
い
く
の
で
、
や
は
り

片
方
の
神
主
全
体
を
移
し
て
い
く
し
か
な
い
し
、
太
祖
の
左
右
ど
ち
ら
か
を
尊
位
に

す
る
と
、
左
右
を
入
れ
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
操
作
を

さ
ら
に
困
難
に
す
る
の
が
、
父
子
継
承
以
外
の
事
態
、
す
な
わ
ち
兄
弟
間
、
従
兄
弟

間
、
祖
父
か
ら
孫
、
甥
か
ら
オ
ジ
へ
の
継
承
の
場
合
、
君
主
の
昭
穆
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
嘉
靖
帝
と
先
代
正
徳
帝
（
武
宗
）
と
の
間

柄
は
従
兄
弟
で
あ
り
、
先
代
が
頓
死
し
兄
弟
も
子
も
い
な
い
の
で
、
即
位
し
た
の
で

あ
っ
た
が
、
武
宗
の
父
弘
治
帝
（
孝
宗
）
か
ら
生
前
に
嗣
子
と
し
て
継
承
者
候
補
と

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
皇
帝
と
な
っ
た
嘉
靖
帝
の
意
向
を
背
景

に
実
父
の
呼
称
と
太
廟
に
お
け
る
扱
い
を
め
ぐ
り
「
大
礼
の
議
」
と
呼
ば
れ
る
論
争

が
生
じ
た
。

【
孔
継
汾
の
昭
穆
論
（
仮
題
）】

孔
繼
汾
論
昭
穆
曰
凡
昭
主
穆
主
初
祔
皆
納
右
室
易
世
乃
迭
遷
而
左
此
孔
氏
家
廟
之
舊

式
也
蓋
古
者
諸
侯
五
廟
大
夫
三
廟
皆
同
宮
異
廟
故
昭
常
爲
昭
穆
常
爲
穆
自
後
世
變
爲

同
堂
此
禮
之
不
行
也
久
矣

乾
隆
十
年
夏
六
月
今
宗
子
將
祔
考
於
廟
客
有
爲
□

（
常
力
）

昭
常
穆
之
說
者
宗
子
予
姪
孫
也

質
於
餘

餘
曰
今
古
異
宜
當
一
如
舊
式
遷
汝
高
祖
及
祖
之
主
於
左
遷
汝
曾
祖
之
主
於
右
而
祔
汝

父
之
主
於
最
西
之
一
室

言
未
既
客
詰
餘
曰
古
者
昭
常
爲
昭
穆
常
爲
穆
雖
百
世
不
可
改
也
如
子
之
說
其
如
昭
穆

之
□
何
奈

曰
此
古
者
同
宮
異
廟
之
禮
非
後
世
同
堂
異
室
之
禮
也
考
古
廟
制
外
爲
都
宮
太
祖
居
中

昭
穆
以
次
分
列
左
右
廟
皆
南
向
主
則
東
向
及
其
祫
祭
於
太
祖
之
廟
則
惟
太
祖
仍
東
向

群
昭
之
主
皆
列
於
北
□

（
墉
）

下
南
向
群
穆
之
主
皆
列
於
南
墉
下
北
向
三
代
之
制
固
如
是
蓋

惟
主
各
異
廟
昭
不
見
穆
穆
不
見
昭
然
後
祔
必
以
班
昭
常
爲
昭
穆
常
爲
穆
内
既
有
以
各

全
其
尊
外
始
可
以
不
失
其
序
自
漢
明
帝
變
亂
古
禮
創
爲
同
堂
異
室
之
制
魏
晉
因
之
遂

不
能
革
此
昭
穆
之
所
由
紊
也
若
欲
強
復
古
典
勢
必
有
以
子
躋
父
之
嫌
常
昭
常
穆
可
也

以
子
躋
父
則
不
可
也
況
昭
之
爲
言
昭
也
穆
之
爲
言
深
遠
也
此
以
祫
祭
時
南
向
北
向
之

位
而
言
之
也
今
太
祖
既
不
循
東
向
之
位
是
所
謂
昭
穆
者
已
乖
南
北
之
義
矣
徒
執
古
禮

之
虛
名
而
亂
位
次
之
定
序
恐
言
禮
者
所
不
敢
出
也

客
曰
子
不
聞
朱
子
議
祫
祭
之
說
乎
朱
子
曰
設
高
祖
有
時
而
在
穆
則
高
之
上
無
昭
而
特

設
位
於
祖
之
西
禰
之
下
無
穆
而
特
設
位
於
曾
之
東
則
無
僭
越
之
嫌
而
不
失
昭
穆
之
序

毋
乃
不
謬
於
禮
與

餘
曰
勢
不
能
也
祫
祭
者
一
時
之
事
主
古
暫
移
位
或
可
以
特
設
若
宗
廟
所
以
妥
神
靈
也

屋
楹
既
不
可
以
妄
增
位
更
於
何
地
特
設
且
客
既
知
有
特
設
位
之
禮
是
已
明
同
堂
之
不

可
以
子
躋
父
餘
向
者
之
言
益
非
無
據
矣

客
曰
然
則
異
室
不
猶
夫
異
廟
乎

餘
曰
異
室
不
同
祏
實
同
堂
也
夫
主
之
有
祏
也
猶
人
之
有
席
也
今
有
子
席
於
上
父
席
於

下
者
而
曰
我
與
父
異
席
勿
僭
父
也
可
乎
孝
子
事
死
如
事
生
事
亡
如
事
存
生
者
存
者
不

敢
僭
父
之
席
死
者
奚
敢
僭
父
之
祏
乎
今
之
非
禮
不
在
昭
穆
而
在
同
堂
蓋
同
堂
則
必
不

可
以
序
昭
穆
序
昭
穆
則
必
不
可
以
同
堂
而
今
日
之
事
欲
不
同
堂
又
不
能
也
然
則
常
昭

常
穆
者
禮
者削

除

禮
之
經
而
昭
穆
互
遷
者
乃
事
之
權
也
經
之
不
可
執
而
特
出
於
權
是
則
餘
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之
苦
心
也
夫
客
乃
無
以
應
而
廟
序
互
遷
如
故

〔
□
馮
□
漢
唐
宋
以
上
太
祖
主
皆
東
向
元
明
以
後
改
爲
居
中
南
面
太
祖
東
向
則
昭
皆

南
面
穆
皆
北
面
至
改
爲
中
則
昭
居
左
穆
居
右
乖
違
也
〕

〔
祏
、
藏
主
之
龕
〕

〔
僭
、
越
分
也
〕

孔
継
汾
、
昭
穆
を
論
じ
て
曰
く
「
凡
そ
昭
主
穆
主
は
初
め
て
祔
せ
ば
皆
な
右
室
に
納

め
、
世
を
易
え
れ
ば
乃
ち
迭た

が

い
に
遷
し
而
う
し
て
左
た
り
。
此
れ
孔
氏
家
廟
の
旧
式

な
り
。
蓋
し
古
は
諸
侯
五
廟
・
大
夫
三
廟
皆
な
同
宮
異
廟
な
り
。
故
に
昭
は
常
に
昭

為
り
、
穆
は
常
に
穆
為
り
。
自
後
、
世
変
り
同
堂
と
為
す
。
此
れ
礼
の
行
わ
れ
ざ
る

こ
と
久
し
」。

乾
隆
十
年
夏
六
月
、
今
の
宗
子
将
に
考
を
廟
に
於
て
祔
さ
ん
と
す
。
客
に
常
昭
常
穆

の
説

（
一
）

を
為
す
者
有
り
。
宗
子
は
予
の
姪
孫
（
継
汾
の
父
・
叔
伯
父
の
玄
孫
）
な
り
。

余
に
質
す
。

余
曰
く
「
今
古
宜
し
き
を
異
に
す
。
当
に
一
に
旧
式
の
如
く
す
べ
し
。
汝
が
高
祖
及

び
祖
の
主
を
左
に
於
て
遷
し
、
汝
が
曽
祖
の
主
を
右
に
於
て
遷
し
、
而
う
し
て
汝
が

父
の
主
は
最
西
の
一
室
に
於
て
祔
さ
ん
」

言
未
だ
既つ

き
ざ
る
に
、
客
余
に
詰と

い
て
曰
く
「
古
は
昭
は
常
に
昭
為
り
、
穆
は
常
に

穆
為
り
、
百
世
と
雖
ど
も
改
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
子
の
説
の
如
く
す
れ
ば
、
其
れ

昭
穆
の
□
の
如
き
は
何
奈
」

曰
く
「
此
れ
古
は
同
宮
異
廟
の
礼
な
り
、
後
世
の
同
堂
異
室
の
礼
に
非
ざ
る
な
り
。

古
の
廟
制
を
考
う
れ
ば
、
外
に
都
宮
を
為
し
、
太
祖
は
中
に
居
り
、
昭
穆
は
次
を
以

て
左
右
に
分
列
し
、
廟
は
皆
な
南
向
し
、
主
は
則
ち
東
向
し
、
其
れ
太
祖
の
廟
に
於

て
祫
祭
す
る
に
及
べ
ば
、
則
ち
惟
だ
太
祖
の
み
仍
り
て
東
向
し
、
群
昭
の
主
は
皆
な

北
墉
の
下
に
於
て
列
な
り
南
向
し
、
群
穆
の
主
は
皆
な
南
墉
の
下
に
於
て
列
な
り
北

向
す
。
三
代
の
制
、
固
よ
り
是
く
の
如
し
。
蓋
し
惟
れ
主
各
お
の
廟
を
異
に
し
、
昭

は
穆
を
見
ず
、
穆
は
昭
を
見
ず
、
然
る
後
に
祔
す
る
に
必
ず
班
を
以
て
し
昭
は
常
に

昭
為
り
、穆
は
常
に
穆
為
り
。
内
に
は
既
に
以
て
各
お
の
其
の
尊
を
全
う
す
る
有
り
、

外
に
は
始
め
て
以
て
其
の
序
を
失
わ
ざ
る
可
し
。
漢
の
明
帝
、
古
礼
を
変
乱
せ
し
自

り
、
創
り
て
同
堂
異
室
の
制
を
為
し
、
魏
・
晋
之
に
因
り
、
遂
に
此
を
革
む
る
こ
と

能
わ
ず
、
昭
穆
の
由
る
所
紊み

だ

る
る
な
り
。
若
し
強
い
て
古
典
を
復
さ
ん
と
欲
せ
ば
、

勢
い
必
ず
子
を
以
て
父
を
躋こ

ゆ
る
の
嫌
有
り
。
常
昭
常
穆
は
可
な
る
か
、
子
を
以
て

父
を
躋
ゆ
、
則
ち
不
可
な
る
か
。
況
ん
や
昭
の
言
を
為
す
は
昭
な
り
、
穆
の
言
を
為

す
は
深
遠
な
り
。
此
れ
祫
祭
の
時
を
以
て
、
南
向
北
向
の
位
と
す
、
而
ち
之
を
言
う

な
り
。
今
、
太
祖
既
に
東
向
の
位
に
循
ら
ず
、
是
れ
所
謂
昭
穆
と
は
已
に
南
北
の
義

に
乖も

と

る
な
り
。
徒
ら
に
古
礼
の
虚
名
を
執
り
、
而
れ
ど
も
位
次
の
定
序
を
乱
す
。
恐

ら
く
は
礼
を
言
う
者
の
敢
て
出
さ
ざ
る
所
な
り
」

客
曰
く
「
子
、
朱
子
祫
祭
を
議
す
る
の
説
を
聞
か
ざ
る
か
。
朱
子
曰
く
、
設も

し
高
祖

時
有
り
て
而
ち
穆
に
在
れ
ば
、
則
ち
高
の
上
に
昭
無
し

（
二
）

、
と
。
而
れ
ば
特
に
位
を
祖

の
西
に
於
て
設
け
、
禰
の
下
に
穆
無
く
、
而
れ
ば
特
に
位
を
曽
の
東
に
於
て
設
く
れ

ば
、
則
ち
僭
越
の
嫌
無
く
、
而
う
し
て
昭
穆
の
序
を
失
わ
ず
、
乃
ち
礼
に
於
て
謬
た

ざ
る
こ
と
毋
か
ら
ん
か
」

余
曰
く
「
勢
い
能
わ
ざ
る
な
り
。
祫
祭
は
一
時
の
主
に
事
う
る
に
、
古
は
暫
ら
く
位

を
移
し
或
い
は
以
て
特
設
す
可
し
。宗
廟
の
若
き
は
以
て
神
霊
を
妥
ん
ず
る
所
な
り
。

屋
楹
既
に
以
て
妄
り
に
増
す
可
か
ら
ず
。
位
は
更
に
何
な
る
地
に
於
て
特
設
せ
ん
。

且
つ
客
既
に
特
に
位
を
設
く
る
の
礼
有
る
を
知
る
、
是
れ
已
に
堂
を
同
う
す
る
こ
と

の
子
を
以
て
父
を
躋
う
可
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
明
ら
か
と
す
な
り
、余
が
向さ

き者
の
言
、

益ま
す
ま
す

拠
る
無
き
に
非
ざ
る
な
り
」

客
曰
く
「
然
ら
ば
則
ち
異
室
は
猶
お
夫
れ
異
廟
の
ご
と
か
ら
ざ
る
か
」

余
曰
く
「
室
を
異
に
す
れ
ば
祏
を
同
じ
く
せ
ず
、
実
は
堂
を
同
じ
く
す
な
り
。
夫
れ

主
の
祏
有
る
や
、
猶
お
人
の
席
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
今
、
子
上
に
席ざ

し
父
下
に
席

す
る
も
の
有
り
、
而
う
し
て
曰
く
我
れ
父
と
席
を
異
に
し
て
父
を
僭
ゆ
る
こ
と
勿
る

や
可
け
ん
や
、
と
。
孝
子
死
ニ
事
フ
ル
コ
ト
生
ニ
事
フ
ル
ガ
如
ク
、
亡
ニ
事
フ
ル
コ

− 9 −
−304−



琉球大学教育学部紀要　第 97 集

ト
存
ニ
事
フ
ル
ガ
如
シ
（
三
）。
生
者
存
者
敢
て
父
の
席
を
僭
え
ず
、
死
者
奚
く
ん

ぞ
敢
て
父
の
昭
穆
を
序つ

い

づ
可
か
ら
ざ
ら
ん
。
昭
穆
を
序
づ
れ
ば
則
ち
必
ず
以
て
堂
を

同
じ
く
す
可
か
ら
ず
。
而
れ
ど
も
今
日
の
事
は
堂
を
同
じ
く
せ
ざ
る
を
欲
し
て
又
た

能
わ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
常
昭
常
穆
と
は
礼
な
り
。
礼
の
経
は
而
ち
昭
穆
互
い

に
遷
る
は
、乃
ち
事
の
権
な
り
。
経
の
執
る
可
か
ら
ず
而
う
し
て
特
に
権
よ
り
出
づ
。

是
れ
は
則
ち
余
の
苦
心
な
り
。
夫
れ
客
乃
ち
以
て
応
ず
る
こ
と
無
か
れ
、
而
れ
ど
も

廟
序
互
い
に
遷
る
こ
と
故
の
如
く
せ
よ
」

〔
□
□

（
馮
カ
）

□
漢
唐
宋
以
上
、
太
祖
の
主
は
皆
な
東
向
す
。
元
明
以
後
、
改
め
て
中
に
居

り
て
南
面
を
爲
し
、
太
祖
は
東
向
す
れ
ば
、
則
ち
昭
は
皆
な
南
面
し
、
穆
は
皆
な
北

面
し
、
改
め
て
中
為
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
昭
は
左
に
居
り
穆
は
右
に
居
り
乖
違
す
る

な
り
。〕

〔
祏
、
蔵
主
の
龕
な
り
〕

〔
僭
、
分
を
越
ゆ
る
な
り
〕

　（
一
）　
常
昭
常
穆
、『
文
献
通
考
』巻
九
一
宗
廟
考「
朱
子
論
古
今
廟
制
曰
」を
参
照
。

　（
二
）　
典
拠
不
詳
。
朱
熹
は
陸
田
の
「
覆
令
甲
為
右
穆
、
乙
為
左
昭
、
以
紊
父
子

之
序
乎
」
と
い
う
認
識
を
誤
り
と
し
、
甲
（
父
）
が
祖
父
と
の
続
柄
で
穆
で

あ
れ
ば
、
乙
（
子
）
は
昭
に
な
る
の
で
あ
り
、
昭
穆
と
父
子
の
尊
卑
と
が
常

に
一
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」

を
参
照
。

　（
三
）　『
中
庸
』
第
一
九
章
「
事
死
如
事
生
、
事
亡
如
事
生
者
存
、
孝
之
至
也
」。

第
四
節

　
　
孔
継
汾
の
昭
穆
論
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
孔
家
の
慣
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
統
の
始
祖
の
左
右
に
高
祖

父
か
ら
亡
父
ま
で
の
四
神
主
を
安
置
す
る
と
し
て
、
そ
の
左
右
（
東
西
）
に
祖
父
と

孫
の
続
柄
で
ペ
ア
で
配
置
さ
れ
る
。
高
祖
父
退
廟
後
は
、
己
は
祖
父
と
と
も
に
右
側

に
並
び
、
亡
父
は
そ
の
祖
父
、
祭
主
（
己
の
子
）
か
ら
す
る
と
高
祖
父
に
な
る
元
曾

祖
父
と
と
も
に
左
に
移
動
し
、
世
代
交
替
の
た
び
に
左
右
に
移
動
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
経
学
的
な
根
拠
は
薄
弱
な
も
の
の
、当
今
の
法
式
と
し
て
は
、

最
も
礼
に
適
う
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
た
に
祭
主
と
な
る
族
人

は
、
朱
熹
の
所
説
に
依
拠
し
た
法
式
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
朱
熹
は
、
北
宋
の
元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
に
お
け
る
張
璪
・
何
洵
直
と
陸
佃
の

説
に
つ
い
て

）
16
（

、
昭
穆
に
は
尊
卑
が
あ
り
世
代
交
替
に
よ
り
神
主
の
昭
穆
が
移
り
替
わ

る
と
す
る
陸
佃
を
難
と
し
て
い
る
。
朱
熹
に
よ
れ
ば
、
昭
穆
そ
の
も
の
は
相
対
的
な

位
置
関
係
で
し
か
な
く
尊
卑
を
意
味
し
な
い
の
で
、
父
が
穆
な
ら
子
は
昭
で
あ
り
、

文
王
の
兄
太
伯
や
虞
仲
が
彼
ら
の
共
通
の
父
太
王
の
「
父
」
と
な
り
、
文
王
が
周
公

ら
の
「
子
」
に
な
る
わ
け
が
な
い
よ
う
に
、
昭
穆
に
よ
っ
て
尊
卑
が
あ
べ
こ
べ
に
な

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

）
17
（

。
そ
れ
は
、
か
つ
て
昭
・
穆
の
廟
が
太
祖
の
廟

の
左
右
東
西
に
独
立
し
て
お
り
、
北
か
ら
南
に
か
け
て
尊
卑
が
示
さ
れ
て
お
り(

図

1-1)

、
祫
祭
の
時
に
は
太
祖
の
廟
で
東
向
す
る
太
祖
の
左
右
南
北
に
対
面
し
て
い
た

こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
認
識
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
同
堂
異
室
の
廟
制
に
お
い
て
、
太
祖
を
中
央
に
し
て
高
祖
父
を
神
主
側

か
ら
見
て
左
に
奉
ず
れ
ば
、
亡
父
の
神
主
は
右
端
に
安
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
主

の
位
置
を
動
か
さ
な
い
「
常
昭
常
穆
」
の
法
式
だ
と
、
己
の
神
主
は
廟
か
ら
出
る
父

の
高
祖
父
の
位
置
を
占
め
、
己
の
父
は
い
つ
ま
で
も
下
座
に
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
僭
越
非
礼
を
避
け
る
た
め
に
は
、
席
替
え
と
同
じ
よ
う
に
尊
位
へ
と
神
主

の
位
置
を
変
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
昭
穆
そ
の
も
の
が
尊
卑
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
同
堂
異
室
の
廟
制
で
は
、
神
主
の
昭
穆
が
不
変
で
あ
れ
ば
、
尊
卑
を
明

確
に
し
て
敬
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
乾
隆
十
年
（
一
七
四
五
）
に
お
け
る
族

人
と
の
問
答
で
孔
継
汾
が
言
っ
て
い
る
こ
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
、
同
堂
異
室
で

も
【
元
明
太
廟
図
】
の
よ
う
に
南
面
す
る
太
祖
の
左
右
交
互
に
神
主
を
配
置
し
（
図

1-8
）、古
い
神
主
が
占
め
て
い
た
位
置
に
詰
め
れ
ば
、昭
穆
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
。

『
中
山
伝
信
録
』
の
図
（
一
七
一
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
舜
天
を
中
央
に
配
す
る
崇
元
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前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（上）

【
晉
元
帝
時
六
世
十
廟
圖
】

武
帝
崩
遷
征
西
恵
帝
崩
遷
豫
章
尋

以
尋
未
入
也

登
懐
帝
之
主
又
遷
穎
川
元
帝
太
興
三
年
太
常

恒
（
一
）

言
今
上
承
繼
武
帝
而
廟
之
昭
穆
四
世
而
已
愚
謂
廟
室
當
以
容
主
爲
限
毋
拘
常
數
殷

世
有
二
祖
三
宗
若
拘
七
室
則
當
祭
禰
而
已
推
此
論
之
宜
還
復
豫
章
穎
川
以
全
七
廟
之

禮
於
是
乃
更
定
廟
制
還
復
豫
章
穎
川
於
昭
穆
之
位
而
恵
懐
愍
三
帝
自
從
春
秋
尊
卑
之

義
在
廟
不
替
也

（
二
）

驃
騎
長
吏
溫
嶠
議
恵
懐
愍
於
聖
上
以
春
秋
而
言

（
三
）

因
定
先
後
之
禮
夫
臣
子
一
例
君
父
敬

同
然
非
繼
體
之
數

（
四
）

也
（
五
）

太
常
恒
所
上
嶠
謂
是
宜

（
六
）

太
常
賀
循
以
爲
禮
兄
弟
不
相
爲
後

（
七
）

不
得
以
承
代
承
世

（
八
）

又
曰
主
之
迭
毀
以
代
爲
正
下
代
旣
升
上
代
乃
遷
若
兄
弟
相
代
則
共
是
一
代
昭
穆
位
同

不
得
兼
毀
二
廟

（
九
）溫

嶠
又
曰
今

（
一
〇
）

兄
弟
同
代
已
有
七
帝
若

（
一
一
）

以
一
帝
爲
一
代
則
當
不
得
祭

於
禰
乃
不
及
庶
人
之
祭
也
至
廟
室
已
満
大
行
皇
帝
當
登
正
室
又
不
宜
下
正
室
之
主
遷

之
祧
位
自
宜
增
廟

（
一
二
）

元
帝
崩
則
豫
章
復
祧
元
帝
神
位
在
愍
帝
之
下

（
一
三
）

溫
嶠
曰
先
帝
平
康
北
面
而
臣
愍
帝
及
終
而
升
上
懼
所
以
取
議
於
春
秋
（
今
所
論
太
廟

坎
室
容
神
主
不
耳
而
下
愍
帝
於
序
此
爲
違
尊
尊
之
旨
愍
帝
猶
子
之
列
不
可
爲
父
與
兄

弟
之
不
可
一
耳
）
案
（
魯
）
閔
公
僖
公
兄
弟

（
一
四
）

也
而
傳
子
雖
齊
聖
不
先
父
食
如
此
無
疑

愍
帝
不
宜
居
先
帝
上
也
（
今
唯
慮
廟
窄
更
思
安
處
宜
令
得
竝
列
正
室

（
一
五
））

秦
蕙
田
曰
晉
宗
廟
祧
遷
之
禮

（
一
六
）

屢
議
而
未
得
其
當
惟
賀
循
建
議
廟
以
容
主
爲
限
無
拘
常

數
並
祭
恵
懐
愍
而
復
豫
章
穎
川
坎
室
有
十
蓋
古
人
異
廟

（
一
七
）

晉
則
同
廟
而
異
室
世
不
可
缺

不
得
不
加

（
一
八
）

坎

　（
一
）　
太
常
恒
、「
恒
」
虫
損
。『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
に
よ
り
補
う
。

　（
二
）　
以
上
の
文
、『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。

　（
三
）　
聖
上
以
春
秋
而
言
、
七
字
虫
損
。『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」

に
よ
り
補
う
。

寺
先
王
廟
で
は
神
主
は
左
右
に
広
が
っ
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
円
覚
寺
御

照
堂
（
太
廟
）
で
は
尚
円
王
と
尚
真
王
を
軸
に
位
置
を
大
き
く
移
動
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

）
18
（

。「
御
廟
之
図
」
で
孔
継
汾
の
言
説
を
抜
粋
す
る
目
的
と
は
、
こ
れ
を
正

当
化
す
る
た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
変
更
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

【
晉
六
世
七
室
圖
】

武
帝
受
禪
追
祭
征
西
府
君
章
郡
府
君
穎
川
府
君
京
兆
府
君
與
宣
皇
帝
景
皇
帝
大
皇
帝

爲
三
昭
三
穆
是
時
宣
皇
未
升
太
祖
虛
位
所
以
祠
六

世
幷
景
帝
爲
七
廟

　
晉
禮
志

宣
帝
卽
三
國
志
司
馬
懿
得
國
之
始
祖
景
帝
司
馬
師

文
帝
司
馬
昭
皆
懿
之
子
武
帝
名
炎
昭
之
子
始
受
魏

禪
而
有
天
下
以
宣
帝
爲
太
祖
○
未
升
者
征
西
以
下

四
世
親
皆
未
盡
故
宣
帝
不
得
遽
升
爲
太
祖
也
景
文

兄
弟
合
爲
一
世
同
昭
穆
也
俟
祧
至
京
兆
方
立
宣
帝

太
祖
廟

武
帝
禅
を
受
く
る
や
、
征
西
府
君
・
章
郡
府
君
・

穎
川
府
君
・
京
兆
府
君
を
追
祭
し
、
宣
皇
帝
・
景

皇
帝
・
大
皇
帝
と
与
に
三
昭
三
穆
と
為
す
。
是
の
時
、

宣
皇
未
だ
太
祖
に
升の

ぼ

さ
ず
位
を
虚

う
つ
ろ

に
し
、
以
て
六

世
并
び
に
景
帝
を
祠
り
七
廟
と
為
す
所
な
り
。

　

　
晋
礼
志

　
宣
帝
は
即
ち
三
国
志
の
司
馬
懿
に
し
て
国
を
得
る
の
始
祖
な
り
。
景
帝

は
司
馬
師
、
文
帝
は
司
馬
昭
み
な
懿
の
子
な
り
。
武
帝
名
づ
く
る
こ
と
炎
、
昭
の
子

に
し
て
始
め
て
魏
よ
り
禅
を
受
け
て
天
下
を
有
ち
、
宣
帝
を
以
て
太
祖
と
為
す
。
○

未
だ
升
さ
ざ
る
者
は
征
西
以
下
、
四
世
親
皆
な
未
だ
尽
き
ず
。
故
に
宣
帝
拠に

わ
かに

升の
ぼ

せ

て
太
祖
と
為
す
を
得
ざ
る
な
り
、
景
文
兄
弟
は
合
せ
て
一
世
と
為
し
、
昭
穆
を
同
じ

く
す
る
な
り
。
京
兆
の
祧
至
す
る
を
俟ま

ち
て
、
方は

じ

め
て
宣
帝
太
祖
廟
を
立
つ
。
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　（
四
）　
繼
體
之
數
、
原
文
「
繼
體
之
教
」、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」

に
よ
る
。

　（
五
）　
以
上
の
文
、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」。

　（
六
）　
以
上
の
文
、『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。

　（
七
）　
以
上
の
文
、『
晋
書
』
巻
六
八
、
賀
循
伝
。

　（
八
）　
不
得
以
承
代
承
世
、
典
拠
不
詳
。

　（
九
）　
以
上
の
文
、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
不
合
継
位
昭
穆
議
」
東
晋
（
建
武
中
）。

　（
一
〇
）　
今
、
原
文
「
令
」
に
作
る
。『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」

に
よ
る
。

　（
一
一
）　
若
、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」
に
よ
る
。
原
文
に
こ
の

字
な
し
。

　（
一
二
）　
以
上
の
文
、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」（「
明
帝
崩
」
以

下
の
文
）。

　（
一
三
）　『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。

　（
一
四
）　
魯
閔
公
僖
公
兄
弟
、
原
文
「
閔
公
僖
公
之
弟
」
に
作
る
。『
通
典
』
巻

四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」
に
よ
る
。

　（
一
五
）　
以
上
の
文
、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」（
為
王
導
答
薛
太

常
書
）。

　
（
一
六
）　

祧
遷
之
禮
、原
文「
祧
遷
之
制
」に
作
る
。『
五
礼
通
考
』巻
七
九
に
よ
る
。

　（
一
七
）　
古
人
異
廟
、「
異
」
俗
字
。『
五
礼
通
考
』
巻
七
九
に
よ
り
正
す
。

　（
一
八
）　
不
得
不
加
、
原
文
「
故
不
得
不
加
」、『
五
礼
通
考
』
巻
七
九
に
「
故
」

字
な
し
。

武
帝
崩
ず
る
や
、
征
西
を
遷
す
。
恵
帝
崩
ず
る
や
、
予
章
を
遷
す
。
尋
い
で
懐
帝
の

主
を
登
す
を
以
て
、又
た
穎
川
を
遷
す
。
元
帝
太
興
三
年
、太
常
恒
言
え
ら
く「
今
上
、

武
帝
を
承
継
し
而
う
し
て
廟
の
昭
穆
は
四
世
の
み
。
愚
謂
え
ら
く
、
廟
室
は
当
に
容

主
を
以
て
限
と
為
し
、
常
数
に
拘
わ
る
こ
と
毋
し
。
殷
の
世
に
二
祖
三
宗
有
り
。
若

し
七
室
に
拘
わ
れ
ば
、
則
ち
祭
に
当
り
て
は
禰
の
み
。
此
を
推
し
て
之
を
諭
ず
れ
ば

宜
し
く
予
章
・
穎
川
を
還
復
し
以
て
七
廟
の
礼
を
全
う
す
べ
し
」
と
。
是
に
於
て
乃

ち
廟
制
を
更
定
し
、
予
章
・
穎
川
を
昭
穆
の
位
に
於
て
還
復
し
、
而
う
し
て
恵
・
懐
・

愍
三
帝
は
自
ら
春
秋
が
尊
卑
の
義
に
従
り
、
廟
に
在
り
て
替す

て
ざ
る
な
り
。

驃
騎
長
吏
温
嶠
議
す
る
に
「
恵
・
愍
は
聖
上
に
於
け
る
や
春
秋
を
以
て
し
因
り
て
先

後
の
礼
を
定
む
。
夫
れ
臣
子
は
一
例
に
し
て

（
一
）

、
君
父
の
敬
は
同
じ

（
二
）

。
然
る
に
継
体
の

数
に
非
ず
。
太
常
恒
の
上
る
所
、
嶠
謂
え
ら
く
是
れ
宜
し

（
三
）

」
と
。

太
常
賀
循
以
為
え
ら
く
「
礼
は
兄
弟
相
い
後
と
為
ら
ず
、
代
を
承
く
る
を
以
て
世
を

承
く
る
を
得
ず
」
と
。
又
た
曰
く
「
主
の
迭
毀
は
代
を
以
て
正
と
為
し
、
下
代
既
に

升
せ
ば
、
上
代
は
乃
ち
遷
る
。
若
し
兄
弟
相
い
一
代
な
れ
ば
、
則
ち
共
に
是
れ
一
代

な
り
。
昭
穆
の
位
は
同
じ
く
、
二
廟
を
兼
毀
す
る
を
得
ず
。
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温
嶠
又
た
曰
く
「
今も

し
兄
弟
同
代
已
に
七
帝
有
り
、
一
帝
を
以
て
一
代
と
為
せ
ば
、

則
ち
当
に
禰で

い

を
祭
る
を
得
ざ
る
べ
く
、
乃
ち
庶
人
の
祭
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
廟
室
已

に
満
つ
る
に
至
り
、
大
行
皇
帝
（
明
帝
）
は
当
に
正
室
に
登
り
、
又
た
宜
し
く
正
室

の
主
を
下
し
之
を
祧
位
に
遷
す
べ
か
ら
ず
。
自
ら
宜
し
く
廟
を
増
し
、
元
帝
崩
ず
れ

ば
則
ち
予
章
復
た
祧
し
、
元
帝
の
神
位
は
愍
帝
の
下
に
在
る
べ
し

（
四
）

」
と
。

温
嶠
曰
く
「
先
帝
、
平
康
は
北
面
し
て
愍
帝
に
臣
た
り
。
終
る
に
及
び
而
ち
上
に
升

せ
ば
、
以
て
議
を
春
秋
に
取
る
所
を
懼
る
。（
今
論
ず
る
所
の
太
廟
坎
室
、
神
主
を

容
る
る
の
み
な
ら
ず
、
而
下
愍
帝
序
に
於
て
、
此
れ
尊
尊
の
旨
に
違
う
を
為
す
。
愍

帝
猶
子
の
列
、
父
と
為
す
可
か
ら
ず
、
兄
弟
の
不
可
な
る
と
与と

も

に
一
な
る
の
み
）
案

ず
る
に
（
魯
の
）
閔
公
は
僖
公
の
兄
弟
な
り
、
而
う
し
て
伝
に
〝
子
ハ
斉
聖
ナ
リ
ト

雖
ド
モ
父
ニ
先
ダ
チ
テ
食
ハ
〟
ず
と
あ
り

（
五
）

、
此
く
の
如
く
疑
い
無
け
れ
ば
、
愍
帝
は

宜
し
く
先
帝
の
上
に
居
る
べ
か
ら
ず
。（
今
、
唯
だ
廟
の
窄
き
を
慮
り
、
更
に
安
き

処
を
思
え
ば
、
宜
し
く
正
室
に
並
列
せ
し
む
る
を
得
べ
し

（
六
）

）」
と
。

秦
蕙
田
曰
く
「
晋
の
宗
廟
祧
遷
の
礼
、
屢

し
ば
し
ば

議
し
而
れ
ど
も
未
だ
其
の
当
を
得
ず
。

惟
だ
賀
循
の
建
議
の
み
、廟
は
容
主
を
以
て
限
り
と
為
し
常
数
に
拘
わ
る
こ
と
無
く
、

恵
・
懐
・
愍
を
並
祭
し
て
予
章
・
穎
川
を
復
し
坎
室
十
有
り
。
蓋
し
古
人
は
廟
を
異

に
す
。
晋
は
則
ち
廟
を
同
う
し
て
室
を
異
に
し
、
世
欠
く
可
か
ら
ず
ん
ば
、
坎
を
加

え
ざ
る
を
得
ず
」
と
。

　（
一
）　『
史
記
』
礼
書
「（
鼂
錯
）
数
諫
干
孝
景
曰
、
諸
侯
藩
輔
、
臣
子
一
例
、
古

今
之
制
也
。
今
大
国
専
治
異
政
、
不
稟
京
師
、
恐
不
可
傳
後
」。

　（
二
）　『
孝
経
正
義
』
士
章
第
五
（
疏
）「
君
父
敬
同
、
則
忠
孝
、
不
得
有
異
言
、

以
至
孝
之
心
事
君
必
忠
也
」。

　（
三
）　
太
興
三
年
（
三
二
〇
）
の
廟
議
。『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
参
照
。

　（
四
）　「
明
帝
崩
（
三
二
五
年
一
〇
月
一
八
日
）」
以
降
の
文
。『
通
典
』
巻
四
八
「
兄

弟
相
継
蔵
主
室
」。

　（
五
）　『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
二
年
「
子
雖
齊
聖
不
先
父
食
及
」。

　（
六
）　「
為
王
導
答
薛
太
常
書
（
三
二
二
年
）」。『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵

主
室
」
参
照
。

第
五
節

　
　
晋
六
世
七
室
図
・
晋
元
帝
時
六
世
十
廟
図

　
こ
の
部
分
で
は
、「
同
堂
異
室
」
に
つ
い
て
晋
と
唐
に
遡
り
、
皇
帝
と
そ
の
先
祖

と
廟
室
と
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
晋
で
は

）
19
（

、
魏
か
ら

禅
を
受
け
た
武
帝
（
司
馬
炎
）
が
祖
父
司
馬
懿
を
宣
帝
と
し
て
追
尊
し
、
宣
帝
の
高

祖
父
征
西
府
君
ま
で
を
太
廟
に
祀
っ
た
。
武
帝
は
父
に
加
え
て
伯
父
を
景
帝
と
し
た

が
、【
晋
六
世
七
室
図
】
は
文
帝
・
景
帝
兄
弟
は
同
じ
一
世
と
見
な
し
て
七
廟
で
あ

る
こ
と
を
示
す
（
図
1-9
）。
当
時
は
宣
帝
の
高
祖
父
か
ら
数
え
て
「
三
昭
三
穆
」
で

あ
っ
た
が
宣
帝
は
「
太
祖
」
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
武
帝
入
廟
に
よ
り
征
西
府
君

が
太
廟
か
ら
移
さ
れ
た
が
、
武
帝
が
太
祖
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
太
祖
は
「
虚

位
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
以
降
の
世
代
交
替
に
よ
り
、
予
章
府
君

（
章
郡
）、
穎
川
府
君
、
京
兆
府
君
も
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
定
め
で
あ
る
が
、
西
晋

で
は
動
乱
に
よ
り
恵
帝
・
懐
帝
兄
弟
と
彼
ら
の
甥
の
愍
帝
が
連
続
し
て
即
位
し
た
も

の
の
短
命
に
終
わ
っ
た
。

　
武
帝
の
甥
に
あ
た
る
司
馬
睿
（
後
の
元
帝
）
が
江
南
で
王
朝
を
再
興
し
た
が
、
そ

の
際
に
は
宗
廟
の
再
建
が
急
務
で
あ
っ
た
。
当
初
は
、
恵
・
懐
二
帝
を
そ
れ
ぞ
れ
一

世
と
し
て
予
章
府
君
・
穎
川
府
君
を
移
す
こ
と
が
論
点
と
な
っ
た
。
宣
帝
を
不
祧
の

祖
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
、
京
兆
府
君
ま
で
が
毀
廟
の
対
象
で
あ
っ
た
。【
晋
元

帝
時
六
世
十
廟
図
】
で
は
、
京
兆
府
君
以
降
、
景
帝
・
文
帝
、
恵
帝
・
懐
帝
兄
弟
を

そ
れ
ぞ
れ
一
世
と
し
、
愍
帝
を
加
え
て
「
六
世
」
と
な
っ
て
お
り
、
全
部
で
十
室
あ

る
の
で
予
章
府
君
・
穎
川
府
君
の
神
主
も
残
留
し
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
（
図

1-10
上
）。
元
帝
は
武
帝
の
次
世
代
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
甥
の
愍
帝
の
臣
下
と
い
う
立

場
で
あ
っ
た
の
で
、
愍
帝
の
隣
の
廟
室
に
奉
安
さ
れ
て
お
り
、
穎
川
府
君
を
含
め
て

十
室
を
満
た
し
て
い
る
（
図
1-10
下
）。
こ
こ
で
は
、
天
子
七
廟
が
七
世
代
の
廟
で
は
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恵
帝
・
懐
帝
兄
弟
も
同
じ
一
世
と
し
て
室
を
分
け
て
太
廟
で
祀
る
こ
と
に
な
っ
た

）
23
（

。

「
御
廟
之
図
」
で
温
嶠
の
言
説
は
明
帝
の
歿
後
（
三
二
五
年
）、元
帝
の
没
時
（
三
二
二

年
）
の
文
が
転
倒
し
て
抜
粋
さ
れ
て
お
り
、
兄
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
一
世
と
せ
ず
、
室
を

も
っ
て
分
け
る
の
で
、
七
廟
七
室
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
兄
弟
を
そ
れ
ぞ
れ
一
世
と
す
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
亡
父
さ
え

祀
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
温
嶠
や
賀
循
の
言
説
に
は
切
実
感
が
あ
る

）
24
（

。

　
な
お
、
明
帝
入
廟
・
穎
川
府
君
退
廟
で
七
世
十
室
と
な
っ
た
。
そ
の
子
成
帝
の
後

を
弟
の
康
帝
が
嗣
い
だ
が
、「
兄
弟
一
世
」
と
い
う
こ
と
で
京
兆
府
君
は
残
留
し
た
。

そ
し
て
、
康
帝
の
子
穆
帝
が
夭
折
し
た
の
で
、
従
兄
弟
の
哀
帝
・
廃
帝
（
成
帝
の
子
）

が
継
承
し
た
。
こ
の
三
帝
も
同
一
世
代
な
の
で
、
次
の
世
代
で
は
京
兆
府
君
が
移
さ

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
廃
帝
の
後
に
擁
立
さ
れ
た
の
が
、
元
帝
の
末
子
で

成
帝
・
康
帝
の
叔
父
に
あ
た
る
簡
文
帝
で
あ
っ
た
。
簡
文
帝
即
位
に
よ
り
、
太
廟
で

は
己
の
二
世
代
下
の
天
子
の
神
主
を
祀
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
帝
が
祀
っ
て
い

た
予
章
・
穎
川
二
府
君
の
神
主
を
戻
し
た
の
で
あ
る
。
東
晋
の
皇
帝
の
多
く
は
幼
年

若
年
で
即
位
し
無
力
で
長
生
で
き
な
か
っ
た
が
、
王
朝
と
し
て
は
九
〇
年
近
く
存
続

し
た
の
で
、「
兄
終
弟
及
」
の
事
案
が
多
く
、
南
朝
の
な
か
で
も
朝
廷
に
お
け
る
国

家
祭
祀
を
め
ぐ
る
議
論
は
活
発
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
唐
初
に
編
纂
さ
れ
た
正
史
『
晋

書
』
の
礼
志
や
歴
代
典
章
制
度
の
書
で
あ
る
『
通
典
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
結
果

と
し
て
、
晋
で
は
周
七
世
の
廟
制
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
堂
異
室

の
廟
制
に
つ
い
て
慣
例
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
一
神
主
ご
と
に
室
を
設
け
る
こ
と
、

そ
れ
が
七
つ
以
上
で
も
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
賀
循
の
主
張
は

兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
を
「
正
代
」
と
し
て
区
分
し
な
い
こ
と
の
論
拠
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
く

）
25
（

【
唐
宣
宗
九
代
十
一
室
圖
】

武
宗
崩
皇
太
叔
宣
宗
立
禮
儀
使
奏
武
宗
昭
肅
皇
帝
祔
廟
幷
合
祧
遷
者
伏
以
兄
弟
不

な
く
、
実
際
に
は
同
じ
堂
内
に
お
い
て
室
で
区
分
け
す
る
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
室

は
廟
で
は
な
い
の
で
適
宜
追
加
で
き
る
と
い
う
太
常
賀
循
の
言
説
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　「
御
廟
之
図
」
の
文
は
、
三
一
七
年
か
ら
三
二
五
年
ま
で
の
時
系
列
が
錯
綜
し
て

い
る
。
賀
循
の
言
辞
に
も
違
い
が
あ
る
。「
七
室
の
外
に
於
て
仮
に
一
神
位
を
立
つ

る
を
得
ず
」
と
は
、
建
武
元
年
（
三
一
七
）、
中
原
に
愍
帝
が
君
臨
し
て
い
る
前
提

で
恵
帝
・
懐
帝
を
祀
る
と
、
穎
川
府
君
を
合
わ
せ
八
位
に
な
る
こ
と
の
不
可
を
指
摘

し
）
20
（

、「
既
に
八
神
有
れ
ば
、
則
ち
七
室
の
外
に
権
に
一
位
を
安
ん
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る

な
り
」
と
は
、
太
祖
は
無
く
、
懐
帝
を
除
く
四
親
が
六
位
あ
る
の
で
、
予
章
・
穎
川

二
府
君
を
合
わ
せ
た
八
位
に
愍
帝
の
神
主
が
加
わ
る
元
帝
即
位
後
の
こ
と
で
あ
る

）
21
（

　

景
帝
・
文
帝
を
太
廟
で
祀
る
こ
と
は
武
帝
の
定
め
た
不
変
の
こ
と
で
あ
る
が
、
恵
帝
・

懐
帝
兄
弟
の
扱
い
は
流
動
的
で
あ
っ
た
。
景
帝
・
文
帝
と
同
じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
一
代

一
世
と
み
な
し
、
予
章
府
君
と
穎
川
府
君
を
同
時
に
移
す
と
、
五
世
七
神
主
の
七
廟

と
な
る

）
22
（

。
ま
た
、
兄
弟
間
で
の
継
承
を
認
め
ず
懐
帝
が
武
帝
を
継
い
だ
と
み
な
し
恵

帝
を
別
廟
で
祀
れ
ば
、
穎
川
府
君
を
残
し
て
も
七
室
イ
コ
ー
ル
七
廟
で
済
む
の
で
あ

る
。
賀
循
は
王
粛
の
説
に
依
拠
し
て
、
元
帝
が
武
帝
を
直
に
継
い
だ
と
し
、
恵
帝
・

懐
帝
・
愍
帝
を
別
廟
で
祀
れ
ば
、
予
章
府
君
と
穎
川
府
君
は
元
帝
の
六
世
五
世
の
祖

と
し
て
残
留
で
き
る
と
主
張
し
た
。
太
祖
の
廟
に
加
え
て
天
子
の
父
祖
四
世
代
の
神

主
を
奉
安
す
る
四
親
廟
を
基
本
と
し
て
、
功
徳
に
よ
り
二
宗
を
祀
る
と
い
う
の
が
王

粛
の
説
で
あ
り
、
周
で
は
文
王
・
武
王
が
百
世
不
遷
の
主
と
し
て
七
廟
を
構
成
し
た

と
い
う
（
図
1-1
）。
こ
れ
で
七
世
九
室
の
〝
七
廟
〟
と
な
る
が
、
懐
帝
・
愍
帝
入
廟

で
八
世
十
室
と
な
る
。
王
粛
の
説
で
は
文
王
・
武
王
が
太
祖
の
子
孫
で
あ
る
の
に
対

し
、
予
章
府
君
・
穎
川
府
君
は
宣
祖
の
父
祖
で
あ
り
、
し
か
も
特
段
の
功
績
が
主
張

で
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
百
世
不
毀
の
主
で
は
な
か
っ
た
点
が
大
き
く
異
な
る
。

　
太
興
二
年
（
三
一
九
）
に
賀
循
が
亡
く
な
り
、
翌
年
正
月
の
詔
勅
に
よ
る
廟
議
で

は
、
朝
廷
の
実
力
者
王
導
の
支
持
を
得
た
太
常
華
恒
と
温
嶠
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
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相
爲
後
昭
爲
父
道
穆
爲
子
道
昭
穆
同
班
不
合
異
位

晉
武
帝
廟
有
七
主
六
代
至
元
帝
明
帝

（
一
）

廟
皆
十
室
自

後
雖
遷
故
祔
新
大
抵
以
七
代
爲
准
而
不
限
室
數
今

若
以
迭
毀
爲
制
則
當
上
不
及

（
二
）

高
曾
未
盡
之
親
下
有

忍
臣
子
恩
義
之
道
今
備
討
古
今
参
校
經
史
上
請

（
三
）

復

代
宗
神
主
於
太
廟
以
存
高
曾
之
親
下
以
敬
宗
文
宗

武
宗
同
爲
一
代
於
太
廟
東
間

（
四
）

添
置
兩
室
定
爲

（
五
）

九
代

十
一
室
之
制

（
六
）

從
之
初
敬
宗
崩
祧
肅
宗
文
宗
崩
祧
代

宗
及
武
宗
崩
禮
官
始
覺
其
非
而
有
此
議

秦
蕙
田
曰
古
者
七
廟
兄
弟
同
廟
而
異
室
後
世
一
廟

兄
弟
異
室
而
同
昭
穆
所
謂
禮
以
義
起
九
代
十
一
室

不
得
非
之
者
也

　（
一
）　
至
元
帝
明
帝
。「
至
」
は
、『
旧
唐
書
』

巻
二
五
礼
儀
五
に
よ
る
。
原
文
こ
の
字
な
し
。

　（
二
）　
不
及
、「
及
」
虫
損
。『
旧
唐
書
』
巻

二
五
礼
儀
五
に
よ
り
補
う
。

　（
三
）　
上
請
、「
上
」
は
『
旧
唐
書
』
巻
二
五

礼
儀
五
に
よ
る
。
原
文
こ
の
字
な
し
。

　（
四
）　
東
間
、
原
文
「
東
邊
」
に
作
る
。『
旧
唐
書
』
巻
二
五
礼
儀
五
に
よ
る
。

　（
五
）　
定
爲
、「
定
」
は
『
旧
唐
書
』
巻
二
五
礼
儀
五
に
よ
る
。
原
文
こ
の
字
な
し
。

　（
六
）　
十
一
室
之
制
、「
之
制
」
は
『
旧
唐
書
』
巻
二
五
礼
儀
五
に
よ
る
。
原
文

こ
の
字
な
し
。

武
宗
崩
ず
る
や
、
皇
太
叔
宣
宗
立
つ
。
礼
儀
使
奏
す
ら
く
「
武
宗
昭
粛
皇
帝
祔
廟
し

た
れ
ば
、
并
せ
て
合
に
祧
遷
す
べ
し
。
伏
し
て
以
う
に
、
兄
弟
相
い
後
と
為
ら
ず
、

昭
は
父
が
道
為
り
、
穆
は
子
が
道
為
り
、
昭
穆
は
班
を
同
じ
く
し
合
に
位
を
異
に
す

べ
か
ら
ず
。
晋
の
武
帝
廟
に
七
主
六
代
有
り
、
元
帝
・
明
帝
に
至
り
廟
に
皆
な
十
室

あ
り
、
自
後
、
故
き
を
遷
し
新
し
き
を
祔
し
大
抵
七
代
を
以
て
准
と
為
す
と
雖
ど
も
、

而
れ
ど
も
室
数
を
限
ら
ず
。
今
若
し
迭
毀
を
以
て
制
と
為
せ
ば
、
則
ち
上
に
當
り
て

は
、
高
曾
未
だ
尽
き
ざ
る
の
親
に
及
ば
ず
、
下
に
臣
子
恩
義
の
道
を
忍
ぶ
こ
と
有
り
。

今
備つ

ぶ
さに

古
今
を
討き

わ

め
、
経
史
を
参
校
し
、
上
請
す
ら
く
は
代
宗
の
神
主
を
太
廟
に
於

て
復
し
以
て
高
曾
の
親
を
存た

も

ち
、
下
に
て
敬
宗
・
文
宗
・
武
宗
を
以
て
同
に
一
代
と

為
し
太
廟
の
東
間
に
於
て
両
室
を
添
置
し
、
定
め
て
九
代
十
一
室
の
制
を
為
さ
ん
こ

と
を
」
と
。
之
に
従
う
。
初
め
敬
宗
崩
ず
る
や
、
粛
宗
を
祧
し
、
文
宗
崩
ず
る
や
、

代
宗
を
祧
し
、
武
宗
崩
ず
る
に
及
び
、
礼
官
始
め
て
其
の
非
を
覚
り
、
而
ち
此
の
議

有
り
。

秦
蕙
田
曰
く
「
古
は
七
廟
、
兄
弟
廟
を
同
う
し
て
室
を
異
に
す
。
後
世
の
一
廟
、
兄

弟
室
を
異
に
し
て
昭
穆
を
同
う
す
。
所
謂
、礼
は
義
を
以
て
起
る
。
九
代
十
一
室
は
、

之
を
非
と
す
る
を
得
ざ
る
者
な
り
」
と
。

第
六
節

　
　
唐
宣
宗
九
代
十
一
室
図

　
唐
朝
で
も

）
26
（

、
同
堂
異
室
と
し
て
お
り
、
や
が
て
九
廟
と
な
り
室
も
増
設
さ
れ
た
。

第
一
六
代
宣
宗
の
前
に
敬
宗
・
文
宗
・
武
宗
の
三
兄
弟
が
連
続
し
て
即
位
し
後
が
い

な
い
の
で
、
生
年
が
ほ
ぼ
同
じ
叔
父
に
帝
位
が
回
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
先
代
を

一
世
代
と
す
る
と
、
皇
帝
ご
と
に
室
で
分
け
る
と
し
て
も
、
代
宗
・
徳
宗
・
順
宗
は

祧
廟
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
新
帝
は
父
の
憲
宗
ま
で
し
か
祀
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
会
昌
六
年
（
八
四
六
）
五
月
、
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
、
高
祖
父
代
宗
の
神
主

が
再
び
戻
さ
れ

）
27
（

、
九
世
十
一
室
の
宗
廟
と
な
っ
た
。【
唐
宣
宗
九
代
十
一
室
図
】
は
、

そ
れ
を
示
し
て
お
り
（
図
1-11
）、「
御
廟
之
図
」
で
引
用
さ
れ
る
秦
蕙
田
の
言
説
は
、

こ
れ
を
妥
当
な
も
の
と
評
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
東
晋
と
唐
代
の
廟
議
廟
制
に
つ
い
て
、「
御
廟
之
図
」
で
は
、
帝
王
の
兄
弟

が
君
主
と
し
て
追
尊
さ
れ
た
り
連
続
し
て
即
位
し
た
場
合
で
も
、
同
一
世
代
は
昭
穆

が
同
じ
で
一
世
と
し
て
扱
う
故
事
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
宣
宗
の
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事
例
を
琉
球
に
敷
衍
す
る
と
、
尚
灝
王
は
尚
成
王
の
叔
父
な
の
で
、
尚
成
王
に
と
っ

て
高
祖
父
の
尚
敬
王
よ
り
上
の
尚
貞
王
ま
で
祀
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

東
晋
で
は
、
元
帝
の
子
会
稽
王
昱い

く

が
即
位
す
る
と
予
章
府
君
と
穎
川
府
君
を
戻
し

た
）
28
（

。
こ
の
前
例
は
会
昌
六
年
に
お
け
る
礼
官
の
上
奏
で
も
援
用
さ
れ
て
い
る
が

）
29
（

、

久
米
村
の
学
識
者
も
引
用
す
る
『
文
献
通
考
』（
宋
末
元
初
の
編
纂
）
で
は

）
30
（

、
こ

の
こ
と
を
先
帝
（
甥
）
を
尊
卑
関
係
で
扱
い
君
臣
の
義
と
宗
廟
の
厳
格
性
を
軽
ん
じ

た
と
し
て
当
の
簡
文
帝
を
批
判
す
る

）
31
（

。
元
帝
が
恵
・
懐
・
愍
三
帝
を
太
廟
か
ら
移
さ

な
か
っ
た
こ
と
と
対
称
的
で
あ
る
。
第
五
節
で
示
し
た
「
御
廟
之
図
」
の
文
で
は
、

元
帝
の
先
君
で
甥
の
愍
帝
を
元
帝
の
下
に
お
く
べ
し
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
引
用
で

あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
温
嶠
は
廟
室
に
並
列
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
琉
球
の

廟
議
が
決
断
を
要
し
た
の
は
、
尚
泰
の
王
代
の
こ
と
で
、
尚
泰
王
の
高
祖
父
尚
穆
王

の
進
退
が
問
題
と
な
り
、
い
っ
た
ん
太
廟
か
ら
移
さ
れ
た
神
主
を
戻
す
こ
と
の
是
非

が
問
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
で
き
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
唐
代
の
故
事
が
援
用
さ
れ

て
い
る

）
32
（

。

　
同
一
世
代
（
昭
穆
同
班
）
の
兄
弟
間
で
君
主
の
位
を
継
承
す
る
時
、
先
の
方
に
嗣

子
が
い
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
が
（
無
後
之
主
）、
だ
か
ら
と
い
っ
て
先

の
世
代
を
継
承
し
た
者
を
一
人
だ
け
と
み
な
し
て
し
ま
う
と
（
兄
弟
既
不
相
為
後
）、

先
君
の
神
主
を
太
廟
に
奉
安
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
る
。
一
時
、
賀
循
が
是
と
し
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
唐
で
も
九
廟
に
な
る
ま
で
は
玄
宗
の
伯
父
の
中
宗
が
別
廟
で
祀

ら
れ
て
い
た

）
33
（

。
会
昌
六
年
の
上
奏
で
は
、
文
宗
・
武
宗
を
太
廟
祭
祀
の
対
象
か
ら
除

外
し
な
い
こ
と
も
提
起
さ
れ
て
い
た

）
34
（

。
近
世
琉
球
で
は
、
兄
弟
間
の
継
承
は
尚
賢
・

尚
質
が
該
当
す
る
が
、
崇
元
寺
先
王
廟
で
は
同
じ
西
側
（
穆
）
に
奉
安
さ
れ
て
い

た
）
35
（

。
ま
た
、
尚
温
王
の
弟
尚
灝
が
即
位
し
た
が
、
そ
の
前
に
甥
の
幼
君
尚
成
が
君
主

で
あ
っ
た
か
ら
、
兄
弟
間
で
の
継
承
で
は
な
く
、
夭
折
し
た
尚
成
を
王
統
と
宗
廟
に

先
君
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
廟
議
の
遠
因
と
な
っ
た
。
こ
の
廟

議
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
王
位
に
つ
い
た
兄
弟
の
昭
穆
を
同
一
と
す
る
か
別
と
す
る
の
か

が
大
き
な
論
点
と
な
っ
た
。

【
兄
弟
同
昭
穆
論
】

從
秦
氏
五
禮
通
考
抄
出

蔡
氏
徳
晉
曰
（
天
子
諸
侯
）
廟
祧
昭
穆
之
制
天
子
始
受
命
諸
侯
始
封
之
君
爲
太
祖
不

在
昭
穆
之
數
其
子
爲
昭
之
始
孫
爲
穆
之
始
以
後
穆
生
昭
昭
生
穆
相
間
而
下
至
於
無
窮

太
祖
之
廟
百
世
不
毀
昭
穆
之
廟
謂
之
親
廟
親
盡
而
迭
毀
凡
廟
必
建
於
宮
之
左
中
門
之

外
（
總
度
立
廟
之
地
而
）
環
之
以
墻
其
南

（
一
）

爲
門
謂
之
都
宮
都
宮
之
内
乃
建
群
廟
毎
一

廟
爲
三
室
皆
南
向
一
爲
門
塾
（
士
冠
禮
筮
於
廟
門
是
也
）
一
爲
廟
以
奉
神
主
（
而
祭

祀
焉
）
一
爲
寢
以
藏
衣
冠
（
祭
祀
畢
則
燕
飲
於
此
小
雅
樂
具
入
奏
是
也
）
三
屋
總
周

之
以
墻
爲
一
廟
（
天
子
七
廟
太
祖
居
中
）
坐
北
而
向
南
（
三
昭
居
左
三
穆
居
右
皆
下

於
太
祖
、以
次
而
出
向
南
）
廟
必
有
主
藏
於
本
廟
室
中
皆
居
奥
而
東
向
及
祫
祭
（
於
）

太
廟
惟
太
祖
東
向
（
居
尊
）
群
昭
（
皆
列
坐
於
北
而
）
南
向
群
穆
（
皆
列
坐
於
南
而
）

北
向
皆
自
西
而
東
以
近
至
尊
者
爲
上
也
南
向
者
取
其
向
明
故
謂
之
昭
北
向
取
其
深
遠

故
謂
之
穆
昭
穆
所
以
別
世
次
而
名
義
必
取
於
祫
祭
之
位
者
祫
祭
則
祖
考
子
孫
咸
在
死

者
以
世
次
爲
坐
位
生
者
以
世
次
爲
立
位
秩
然
不
紊
而
名
分
可
因
以
正
也（
…
中
略
…
）

凡
死
者
卒
哭
而
祔
祭
於
祖
（
祔
祭
者
將
代
居
其
廟
故
爲
之
祭
以
告
新
舊
之
神
也
）
既

祭
復
反
於
寢
練
而
毀
廟
毀
廟
者
（
穀
梁
傳
云
）
易
檐
可
也
改
塗
可
也

（
二
）

以
示
將
納
新
主

而
有
所
加
非
盡
撤
去
而
更
造
之
也
（
始
死
者
昭
則
群
昭
之
廟
皆
毀
始
死
者
穆
則
群
穆

之
廟
皆
所
毀
）
三
年
喪
畢
而
後
祔
廟
祔
昭
則
群
昭
皆
動
而
穆
不
移
祔
穆
則
群
穆
皆
移

而
昭
不
動
何
氏
洵
直
所
謂
昭
常
爲
昭
穆
常
爲
穆
（
居
昭
位
者
不
可
遷
於
穆
行
居
穆
行

者
不
可
入
於
昭
位
）
是
也
然
昭
穆
初
建
之
位
二
世
昭
三
世
穆
則
左
尊
而
右
卑
至
八
世

升
祔
於
昭
而
祧
其
第
二
世
於
是
四
世
昭
而
三
世
穆
則
左
反
卑
而
右
反
尊
者

朱
子
謂
宗
廟
之
制
得
以
左
右
爲
昭
穆
不
以
昭
穆
爲
尊
卑
蓋
諸
廟

（
三
）

各
有
門
垣
足
以
各
全

其
尊
故
也
（
況
禮
之
尚
左
尚
右
何
常
父
居
昭
而
子
居
穆
則
以
東
爲
上
父
居
穆
而
子
居

昭
則
以
西
爲
上
固
無
不
可
也
）
特
是
父
死
子
繼
昭
穆
之
廟
得
其
常
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如
兄
終
弟
及
或
以
兄
繼
弟
以
叔
繼
姪
則
昭
穆
之
廟
際
其
變
考
之

（
四
）

商
書
云
七
世
之
廟
而

禮
天
子
七
廟
三
昭
三
穆
與
太
祖
之
廟
而
七
則
毎
一
世
而
一
廟
明
矣
故
父
子
異
昭
穆
而

各
爲
一
世
兄
弟
同
昭
穆
而
竝
爲
一
世
各
爲
一
世
則
祔
於
祖
而
各
居
一
廟
竝
爲
一
世
卽

祔
於
其
兄
同
居
一
廟
（
而
異
其
室
）
蓋
禮
祔
必
以
其
昭
穆
故
孫
祔
於
祖
子
不
祔
於
父

弟
可
祔
於
兄
士
虞
禮
所
謂
以
其
班
祔
也
孫
祔
於
祖
則
有
祔
必
有
遷
有
遷
必
有
祧
而
同

班
之
廟
皆
毀
弟
祔
於
兄
則
有
祔
而
無
所
遷
無
所
祧
但
毀
其
兄
廟
之
室
竝
爲
二
室
兄
居

第
一
室
弟
居
第
二
室
（
耳
）
如
三
人
祔
則
竝
爲
三
室
一
居
中
二
居
左
三
居
右
四
人
祔

則
竝
爲
四
室
（
一
居
中
之
左
二
居
中
之
右
三
居
左
四
居
右
）
五
人
祔
則
竝
爲
五
室
（
一

居
中
二
居
中
之
左
三
居
中
之
右
四
居
左
五
居
右
）
古
者
廟
室
皆
有
五
故
五
人
竝
祔
而

不
嫌
多
也

（
五
）

如
弟
先
立
而
兄
繼
之
亦
同
祔
一
廟
而
二
室
但
弟
當
居
第
一
室
兄
當
居
第
二
室
其
祫
祭

之
位
則
弟
與
兄
同
班
而
兄
必
位
於
弟
之
下
兄
弟
之
序
不
先
君
臣
故
也
如
姪
先
立
而
叔

繼
之

（
六
）

則
叔
當
祔
於
姪
之
父
廟
而
異
其
室
然
不
嫌
躋
於
姪
之
上
者
同
昭
穆
則
有
嫌
異
昭

穆
則
無
嫌
也
至
祫
祭
於
太
廟
則
叔
必
與
姪
之
子
同
班
叔
姪
之
序
亦
不
先
君
臣
故
也
兄

弟
既
同
廟
異
室
故
祔
則
竝
祔
遷
則
竝
遷
祧
則
同
祧
是
以
昭
穆
不
紊
而
廟
數
有
常
也

此
從
孔
䟽
之
說
左
傳
文
公
二
年
孔
疏
云
若
兄
弟
相
代
卽
異
昭
穆
設
令
兄
弟
四
人
皆
立

爲
君
則
祖
父
之
廟
卽
已
從
毀
知
其
理
必
不
然
張
氏
推
而
□

（
廣
）

之
曲
鬯
旁
通
殆
無
剰
義
矣

第
是
說
也
可
行
於
古
而
不
可
行
於
今
蓋
古
者
父
子
異
昭
穆
故
以
叔
繼
姪
而
祔
於
姪
之

父
廟
無
嫌
也
若
漢
唐
以
後
同
廟
異
室
則
叔
躋
姪
上
不
□

（
免
）

逆
祀
之
譏
矣
觀
祫
祭
太
廟
叔

必
與
姪
之
子
□

（
同
班
）□

一
語
則
凡
同
廟
異
室
與
夫
同
廟
而
不
異
室
者
其
禮
可
想
而
知
也

〔
士
虞
禮
、
儀
禮
篇
名
如
祧
昭
班
則
群
昭
皆
動
故
昭
班
諸
□

（
廟
）

皆
修
理
也
〕

〔
曲
鬯
、
曲
折
暢
達
言
詳
明
也
〕

〔
同
廟
異
室
、
漢
唐
宋
以
上
之
制
〕

〔
同
廟
而
不
異
室
、
元
明
以
下
及
貴
國
之
制
〕

　（
一
）　
其
南
爲
門
、原
文
は「
其
門
在
南
」に
作
る
。『
五
礼
通
考
』巻
五
九
に
よ
る
。

　（
二
）　
易
檐
可
也
改
塗
可
也
、
原
文
は
「
易
檐
改
塗
」
に
作
る
。『
春
秋
穀
梁
伝
』

文
公
二
年
に
よ
る
。

　（
三
）　
蓋
諸
廟
、「
蓋
」
虫
損
、『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
に
よ
り
補
う
。

　（
四
）　
其
變
考
之
、「
考
」
虫
損
、『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
に
よ
り
補
う
。

　（
五
）　
不
嫌
多
也
、「
嫌
」
虫
損
、『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
に
よ
り
補
う
。

　（
六
）　
叔
繼
之
則
、「
之
」
虫
損
、『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
に
よ
り
補
う
。

兄
弟
同
昭
穆
論

秦
氏
『
五
礼
通
考
』
従
り
抄
出
す
。

蔡
氏
徳
晋
曰
く
「（
天
子
諸
侯
）
廟
祧
昭
穆
の
制
、
天
子
始
め
て
命
を
受
け
、
諸
侯

始
め
て
之
に
封
ぜ
ら
る
る
の
君
は
太
祖
為
り
、
昭
穆
の
数
に
在
ら
ず
。
其
の
子
は
昭

の
始
め
と
為
り
、
孫
は
穆
の
始
め
と
為
り
、
以
後
、
穆
は
昭
を
生
み
、
昭
は
穆
を
生
み
、

相
い
間か

わ

わ
り
而
下
無
窮
に
至
る
。
太
祖
の
廟
は
百
世
毀こ

ぼ

た
ず
、
昭
穆
の
廟
は
之
を
親

廟
と
謂
い
、
親
尽
く
れ
ば
而
ち
迭た

が

い
に
毀こ

ぼ

つ
。
凡
そ
廟
は
必
ず
宮
の
左
中
門
の
外
に

建
て
、（
立
廟
の
地
を
総
度
し
而
ち
）
之
を
環
ら
す
に
墻
を
以
て
し
、
其
の
南
の
か

た
に
門
を
為
し
て
之
を
都
宮
と
謂
う
。
都
宮
の
内
に
は
、
乃
ち
群
廟
を
建
つ
。
一
廟

毎
に
三
屋
を
為
し
、
皆
な
南
向
す
。
一
に
門
塾
と
為
し
（
士
冠
礼
の
廟
門
に
於
て
筮

う
ら
な

う
が
是
な
り

（
一
）

）、
一
に
廟
を
為
し
以
て
神
主
を
奉
る
（
而
う
し
て
焉こ

こ

に
祭
祀
す
）、
一

に
寝
を
為
し
以
て
衣
冠
を
蔵
す
、（
祭
祀
畢
れ
ば
則
ち
此
に
於
て
燕
飲
す
。
小
雅
楽

具
し
て
入
奏
す
る
が
是
な
り
）三
屋
総
て
之
を
周
ら
す
に
墻
を
以
て
し
一
廟
を
為
す
、

（
天
子
七
廟
、
太
祖
中
に
居
り
）
北
に
坐
し
而
ち
南
に
向
う
。（
三
昭
は
左
に
居
り
三

穆
は
右
に
居
り
皆
な
太
祖
よ
り
下
、
以
次
而
ち
出
で
て
南
に
向
う
）
廟
は
必
ず
主
有

り
本
廟
室
中
に
於
て
蔵
め
、
皆
な
奥
に
居
り
而
ち
東
向
す
。

太
廟
に（
於
て
）祫
祭
す
る
に
及
び
惟
だ
太
祖
の
み
東
向
し（
尊
に
居
る
）、群
昭
は（
皆

な
北
に
於
て
列
坐
し
而
ち
）
南
向
し
、
群
穆
（
は
皆
な
南
に
於
て
列
坐
し
而
ち
）
北

向
し
皆
な
西
よ
り
而
ち
東
し
、
至
尊
に
近
き
者
を
以
て
上
と
為
す
な
り
、
南
向
き
は

其
の
明
に
向
う
を
取
り
、
故
に
之
を
昭
と
謂
い
、
北
向
き
は
其
の
深
遠
な
る
を
取
り
、

故
に
之
を
穆
と
謂
う
。
昭
穆
の
以
て
世
次
を
別
つ
所
に
し
て
、
而
ち
名
義
必
ず
祫
祭
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の
位
よ
り
取
る
は
、
祫
祭
は
則
ち
祖
考
子
孫
咸み

な

な
死
に
在
る
者
は
世
次
を
以
て
坐
位

と
為
し
、
生
者
は
世
次
を
以
て
立
位
と
為
し
、
秩
然
と
し
て
紊み

だ

れ
ず
而
う
し
て
名
分

因
り
以
て
正
さ
る
可
き
な
れ
ば
な
り
。（
…
中
略
…
）

凡
そ
死
せ
る
者
は
卒
哭
し
て
祖
に
於
て
祔
祭
す
（
祔
祭
と
は
将
に
其
の
廟
に
代
居
せ

ん
と
す
る
故
に
之
が
祭
を
為
し
以
て
新
旧
の
神
に
告
ぐ
な
り

（
二
）

）、
既
に
祭
れ
ば
寝
練

に
於
て
復
反
し
而
ち
廟
を
毀こ

ぼ

つ
。
廟
を
毀
つ
と
は
（
穀
梁
伝
に
云
う
る
に
）
檐
を
易

う
る
は
可
に
し
て
改
塗
す
る
は
可
な
り

（
三
）

。
以
て
将
に
新
主
を
納
め
ん
と
し
て
而
ち
加

う
有
り
、
尽
く
撤
去
す
る
に
非
ず
而
れ
ど
も
之
を
更
造
す
る
を
示
す
な
り
。（
始
め

て
死
せ
る
者
昭
な
れ
ば
則
ち
群
昭
の
廟
皆
な
毀
つ
。
始
め
て
死
せ
る
者
穆
な
れ
ば
則

ち
群
穆
の
廟
皆
な
毀
つ
）
三
年
の
喪
畢
り
而
う
し
て
後
に
廟
に
祔
し
、
昭
に
祔
せ
ば

則
ち
群
昭
皆
な
動
き
而
れ
ど
も
穆
は
移
ら
ず
、
穆
に
祔
せ
ば
則
ち
群
穆
は
皆
な
移
り

て
而
れ
ど
も
昭
は
動
か
ず
。
何
氏
洵
直
の
謂
う
所
の
昭
は
常
に
昭
為
り
、
穆
は
常
に

穆
為
る
が
（
昭
の
位
に
居
る
者
は
穆
行
に
於
て
遷
る
可
か
ら
ず
、
穆
行
に
居
る
者
は

昭
の
位
に
於
て
入
る
可
か
ら
ざ
る
が
）
是
れ
な
り

（
四
）

、
然
ら
ば
昭
穆
初
め
て
建
つ
る
の

位
二
世
は
昭
、
三
世
は
穆
な
れ
ば
則
ち
左
尊
く
而
う
し
て
右
卑
し
。
八
世
に
至
り
昭

に
於
て
升
祔
す
れ
ば
而
ち
其
の
第
二
世
を
祧
す
、
是
に
於
て
四
世
は
昭
而
う
し
て
三

世
は
穆
な
れ
ば
則
ち
左
は
反
て
卑
く
、
而
う
し
て
右
は
反
て
尊
者
な
り
。

朱
子
謂
え
ら
く
、
宗
廟
の
制
、
左
右
を
以
て
昭
穆
と
為
す
を
得
る
も
、
昭
穆
を
以
て

尊
卑
を
為
さ
ず

（
五
）

、
と
。
蓋
し
諸
廟
各
お
の
門
垣
有
り
各
お
の
を
以
て
其
の
尊
を
全
う

す
る
に
足
る
故
な
り
（
況
ん
や
礼
の
左
を
尚
び
右
を
尚
べ
ば
何
ぞ
常
な
ら
ん
。
父
は

昭
に
居
り
て
子
穆
に
居
れ
ば
、
則
ち
東
を
以
て
上
と
為
し
、
父
穆
に
居
り
て
子
昭
に

居
れ
ば
、
則
ち
西
を
以
て
上
と
為
す
は
、
固
よ
り
可
な
ら
ざ
る
無
き
な
り
）
特
だ
是

れ
父
死
し
子
継
げ
ば
昭
穆
の
廟
其
の
常
を
得
た
り
。

如
し
兄
終
り
弟
及
び
或
い
は
兄
を
以
て
弟
を
継
ぎ
、
叔
を
以
て
姪
を
継
げ
ば
、
則
ち

昭
穆
の
廟
は
其
の
変
に
際あ

う
。
之
を
考
う
る
に
商
書
云
く

（
六
）

、
七
世
の
廟
、
而
う
し
て

礼
あ
り
、
天
子
七
廟
と
は
、
三
昭
三
穆
あ
り
太
祖
の
廟
と
与
に
し
て
七
な
れ
ば
、
則

ち
一
世
毎
に
而
ち
一
廟
な
る
は
明
ら
か
な
り
。
故
に
父
子
昭
穆
を
異
に
し
て
而
う
し

て
各
お
の
一
世
為
り
。
兄
弟
は
昭
穆
を
同
じ
く
し
て
而
う
し
て
並
び
に
一
世
と
為
し

各
お
の
一
世
為
れ
ば
則
ち
祖
に
於
て
祔
し
而
う
し
て
各
お
の
一
廟
に
居
り
並
び
て
一

世
為
れ
ば
即
ち
其
の
兄
に
於
て
祔
し
一
廟
に
同
居
す（
而
う
し
て
其
の
室
を
異
に
す
）

蓋
し
礼
は
祔
す
る
に
必
ず
其
の
昭
穆
を
以
て
す
。
故
に
孫
は
祖
に
於
て
祔
し
、
子
は

父
に
於
て
祔
さ
ず
。
弟
は
兄
に
於
て
祔
す
可
し
。
士
虞
礼
の
謂
う
所
の
其
の
班
を
以

て
祔
す
な
り

（
七
）

。
孫
は
祖
に
於
て
祔
せ
ば
則
ち
祔
す
有
り
、
必
ず
遷
有
り
、
遷
有
れ
ば
、

必
ず
祧
有
り
、
而
う
し
て
同
班
の
廟
は
皆
な
毀
つ
。
弟
は
兄
に
於
て
祔
せ
ば
則
ち
祔

す
有
り
、
而
う
し
て
遷
す
所
無
く
祧
す
所
無
く
、
但
だ
其
の
兄
の
廟
の
室
を
毀
ち
並

び
に
二
室
を
為
し
、
兄
は
第
一
室
に
居
り
弟
は
第
二
室
に
居
り
、
如
し
三
人
に
し
て

祔
せ
ば
則
ち
並
び
に
三
室
を
為
し
一
は
中
に
居
り
二
は
左
に
居
り
三
は
右
に
居
り
、

四
人
に
し
て
祔
せ
ば
則
ち
並
び
に
四
室
を
為
す
（
一
は
中
の
左
に
居
り
二
は
中
の
右

に
居
り
三
は
左
に
居
り
四
は
右
に
居
る
）
五
人
に
し
て
祔
せ
ば
則
ち
並
び
に
五
室
を

為
す
（
一
は
中
に
居
り
二
は
中
の
左
に
居
り
三
は
中
の
右
に
居
り
四
は
左
に
居
り
五

は
右
に
居
る
）
古
は
廟
室
皆
な
五
有
り
故
に
五
人
並
祔
し
而
れ
ど
も
嫌
い
多
か
ら
ざ

る
な
り
。

如
し
弟
先
に
立
ち
て
兄
之
を
継
ぐ
も
亦
た
同
じ
く
一
廟
に
祔
し
而
う
し
て
二
室
あ

り
、
但
だ
弟
は
当
に
第
一
室
に
居
る
べ
く
兄
は
当
に
第
二
室
に
居
る
べ
し
。
其
の
祫

祭
の
位
は
則
ち
弟
は
兄
と
与
に
班
を
同
じ
く
し
、
而
う
し
て
兄
必
ず
弟
の
下
に
於
て

位
す
。
兄
弟
の
序
、
君
臣
を
先
に
せ
ざ
る
が
故
な
り
。
如
し
姪
先
に
立
ち
て
叔
之
を

継
げ
ば
、
則
ち
叔
は
当
に
姪
の
父
廟
に
於
て
祔
す
べ
く
而
う
し
て
其
の
室
を
異
に

す
（
八
）

、
然
れ
ば
姪
の
上
に
於
て
躋の

ぼ

す
嫌
わ
ざ
る
者
な
り
、
昭
穆
を
同
じ
く
す
れ
ば
則
ち

嫌
い
有
り
、
昭
穆
を
異
に
す
れ
ば
則
ち
嫌
い
無
き
な
り
。
祫
祭
に
至
り
て
太
廟
に
於

て
は
、
則
ち
叔
は
必
ず
姪
の
子
と
与
に
班
を
同
じ
く
す
。
叔
姪
の
序
も
亦
た
君
臣
よ

り
先
に
せ
ざ
る
故
な
り
。
兄
弟
既
に
廟
を
同
じ
く
し
室
を
異
に
す
。
故
に
祔
せ
ば
則

ち
並
び
に
祔
し
、
遷
せ
ば
則
ち
並
び
に
遷
し
、
祧
せ
ば
則
ち
同
に
祧
す
。
是
れ
を
以
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て
昭
穆
は
紊
れ
ず
而
う
し
て
廟
数
に
常
有
る
な
り
」
と
。

此
れ
孔
䟽
の
説
に
従
う
。
左
伝
文
公
二
年
の
孔
疏
に
云
く

（
九
）

、
若
し
兄
弟
相
い
代
れ
ば

即
ち
昭
穆
を
異
に
し
、
設た

と令
ひ
兄
弟
四
人
皆
な
立
ち
て
君
と
為
れ
ど
も
、
則
ち
祖
父

の
廟
は
即
ち
已
に
毀
つ
に
従
う
、
其
の
理
必
ず
し
も
然
ら
ざ
る
を
知
る
、
と
。
張
氏

推
し
て
之
を
広
げ
曲
鬯
旁
通
し
殆
ん
ど
剰
義
無
し

（
一
〇
）。

第
だ
是
れ
は
説
な
れ
ば
、
古
に

於
て
行
う
べ
し
、
而
れ
ど
も
今
に
於
て
行
う
可
か
ら
ず
。
蓋
し
古
は
父
子
昭
穆
を
異

に
し
、
故
に
叔
姪
を
継
ぐ
を
以
て
而
ち
姪
の
父
廟
に
於
て
祔
す
も
嫌
無
き
な
り
。
漢

唐
以
後
の
若
き
は
、
同
廟
異
室
に
し
て
、
則
ち
叔
を
ば
姪
の
上
に
躋の

ぼ

せ
ば
逆
祀
の
譏

り
を
免
が
れ
ず
。
太
廟
に
祫
祭
す
る
を
観
れ
ば
、
叔
必
ず
姪
の
子
と
班
を
同
じ
く
す

る
の
一
語
は

（
一
一
）、

則
ち
凡
そ
同
廟
に
し
て
室
を
異
に
す
る
と
夫
の
同
廟
な
れ
ど
も
室
を

異
に
せ
ざ
る
者
と
は
、
其
の
礼
想
い
て
而
ち
知
る
可
き
な
り
。

〔
士
虞
礼
、『
儀
礼
』
篇
名
。
如
し
昭
班
を
祧
せ
ば
則
ち
群
昭
皆
な
動
く
。
故
に
昭
班

の
諸
廟
皆
な
修
理
す
る
な
り

（
一
二
）〕

〔
曲

き
ょ
く
ち
ょ
う

鬯
、
曲
折
に
し
て
暢
達
す
。
言
詳
明
な
り
〕

〔
同
廟
異
室
、
漢
唐
宋
以
上
の
制
な
り
〕

〔
同
堂
不
異
室
、
元
明
以
下
及
び
貴・

・
・
・

国
の
制
な
り
〕

　（
一
）　『
儀
礼
』
士
冠
礼
第
一
「
士
冠
礼
筮
於
廟
門
」。

　（
二
）　
卒
哭
而
祔
祭
於
祖
、『
周
礼
』
巻
二
五
春
官
宗
伯
下
、
賈
公
彦
（
疏
）「
謂

虞
卒
哭
後
祔
祭
於
祖
廟
」

　（
三
）　『
春
秋
穀
梁
伝
』
文
公
二
年
二
月
丁
丑
「
壊
廟
之
道
易
檐
可
也
改
塗
可
也
」

（
范
寧
集
解
）「
礼
親
過
高
祖
則
毀
其
廟
以
次
而
遷
、将
納
新
神
故
示
有
所
加
」。

　（
四
）　『
宋
史
』
巻
一
〇
九
、
礼
志
九
、
宗
廟
之
制
。

　（
五
）　
趣
旨
は
【
孔
継
汾
の
昭
穆
論
（
仮
題
）】
書
き
下
し
注
（
二
）
参
照
。

　（
六
）　『
尚
書
』
咸
有
一
徳
「
嗚
呼
、
七
世
之
廟
、
可
以
観
徳
、
万
夫
之
長
、
可

以
観
徳
」。

　（
七
）　『
儀
礼
』
士
虞
礼
第
一
四
「
明
日
以
其
班
祔
」
賈
公
彦
（
疏
）「
孫
与
祖
昭

穆
同
」。

　（
八
）　『
春
秋
左
氏
伝
』文
公
二
年「
八
月
丁
卯
大
事
于
大
廟
躋
僖
公
」孔
穎
達（
疏
）

「
其
兄
弟
相
代
則
昭
穆
同
班
、
近
拠
春
秋
以
來
、
惠
公
与
荘
公
当
同
南
面
西
上
、

隠
・
桓
與
閔
・
僖
亦
同
北
面
西
上
、
僖
是
閔
之
庶
兄
継
閔
而
立
、
昭
穆
雖
同
、

位
次
閔
下
、
今
升
在
閔
上
、
故
書
而
譏
之
」。

　（
九
）　『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
二
年
「
秋
八
月
丁
卯
、
大
事
于
大
廟
躋
僖
公
逆
祀
」

唐
・
孔
穎
達
（
疏
）「
若
兄
弟
相
先
即
異
昭
穆
、
設
令
兄
弟
四
人
皆
立
為
君
、

則
祖
父
之
廟
即
已
従
毀
、
知
其
理
必
不
然
、
故
先
儒
無
作
此
説
」。

　（
一
〇
）　
張
氏
、『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
に
お
け
る
秦
蕙
田
の
評
語
で
は
、
蔡
徳

晋
が
万
斯
大
、
万
斯
大
が
「
張
子
の
説
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
南
宋
の
張
栻
（
横
渠
先
生
）
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
不
詳
。

　（
一
一
）　
叔
必
与
姪
之
子
同
班
、
蔡
徳
晋
の
言
説
で
あ
る
が
、
典
拠
不
詳
。

　（
一
二
）　『
儀
礼
』既
有
礼
第
四
一「（
卒
哭
）明
日
以
其
班
祔
」唐
・
賈
公
彦（
疏
）「
卒

哭
祭
即
云
明
日
以
其
班
祔
、
故
云
卒
哭
之
明
日
祭
名
云
。
祔
猶
属
也
。
昭
穆

之
次
而
属
之
者
以
其
孫
祔
於
祖
、
孫
与
祖
昭
穆
同
、
故
以
孫
連
属
於
祖
而
就

祖
而
祭
之
也
」。

第
七
節

　
兄
弟
同
昭
穆
論

　『
五
礼
通
考
』巻
五
九
に
お
け
る
蔡
徳
晋
の
言
説
の
抜
粋
に
よ
り
、都
城
の
左
側（
東

方
）
の
廟
域
に
太
祖
と
昭
穆
の
群
廟
が
建
立
さ
れ
囲
繞
さ
れ
て
い
る
都
宮
の
廟
制
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
節
部
分
で
図
示
さ
れ
た
も
の
を
敷
衍
す
る
も
の
と

い
え
る
。
さ
ら
に
、
父
子
の
昭
穆
が
異
な
り
入
廟
の
際
に
定
ま
っ
た
昭
穆
は
そ
の
後

も
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
昭
穆
の
ど
ち
ら
か
に
最
も
古
い
世
代
の
神
主
が
あ
り

尊
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
世
代
交
替
に
よ
り
自
ず
か
ら
移
行
す
る
の
で
、
昭
穆
そ

の
も
の
が
尊
卑
を
表
さ
な
い
と
い
う
昭
常
穆
常
の
原
則
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
秦
蕙
田
の
評
語
に
よ
り
総
括
せ
ず
、
お
そ
ら
く
「
御
廟
之
図
」
作
成
者
の
主
張
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が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
図
と
は
、
上
記
の
「
都
宮
」
や
「
昭
常
穆
常
」
が
過

去
の
廟
制
で
あ
っ
て
、「
同
堂
異
室
」の
現
状
に
は
適
さ
な
い
と
い
う
認
識
を
踏
ま
え
、

祭
主
に
よ
っ
て
変
動
す
る
世
代
の
尊
卑
に
合
致
す
る
よ
う
に
祭
壇
に
お
け
る
神
主
の

位
置
（
昭
穆
）
も
可
変
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

第
四
節
に
お
け
る
孔
継
汾
の
説
に
近
い
と
い
え
よ
う
。「
同
堂
異
室
」
に
お
い
て
も
、

兄
弟
一
世
代
ご
と
に
一
世
と
し
な
い
と
、
庶
民
の
祭
祀
に
も
及
ば
な
い
お
そ
れ
が
あ

り
、
神
主
ご
と
に
室
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
第
五
、
第
六
節
部
分
で
浮
き
彫

り
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
段
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
即
位

序
列
が
甥
が
先
で
オ
ジ
が
後
の
場
合
に
「
逆
祀
」
と
な
る
危
惧
の
方
を
強
調
し
て
い

る
。

　
こ
の
「
兄
弟
同
昭
穆
論
」
の
最
後
の
部
分
の
上
欄
で
、
琉
球
は
元
・
明
と
同
じ
く

「
同
廟
不
異
室
」
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
第
三
節
部
分
に
示
す
太
祖
の

左
右
交
互
に
神
主
を
配
置
す
る
法
式
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
尚
円
王
を
太
祖
と

し
て
左
右
交
互
に
先
王
と
世
子
（
か
つ
子
が
即
位
し
た
者
）
の
神
主
を
祀
っ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
太
廟
と
い
っ
て
も
琉
球
で
は
寺
院
の
一
角
に
あ

る
、
さ
さ
や
か
な
祖
先
祭
祀
空
間
で
あ
っ
て
、
中
国
歴
代
王
朝
や
朝
鮮
王
朝
の
よ
う

に
、
堂
内
に
そ
れ
な
り
の
個
室
を
設
け
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
せ
い

ぜ
い
、
祭
壇
上
の
尚
円
王
の
左
右
の
位
置
で
世
代
の
尊
卑
と
王
位
の
序
列
を
示
す
こ

と
し
か
で
き
な
い
。
こ
の
位
置
関
係
を
絶
対
と
し
て
昭
穆
に
設
定
す
る
と
、
祭
主
と

神
主
と
の
間
柄
に
よ
っ
て
昭
穆
の
呼
称
が
変
わ
る
の
で
、
左
右
の
位
置
関
係
で
尊
卑

の
上
下
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
新

た
に
神
主
が
入
る
た
び
に
左
右
両
方
で
神
主
を
移
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
、
昭
穆
ど
ち
ら
か
に
安
置
し
て
不
変
の
崇
元
寺
先
王
廟
の
よ
う
に
は
い
か
な

い
。
神
主
の
昭
穆
は
固
定
化
で
き
な
い
し
、
先
王
廟
に
お
け
る
昭
穆
と
合
致
し
な
く

な
る
。
し
か
も
オ
ジ
が
甥
を
継
承
し
た
場
合
、
世
代
の
上
下
と
即
位
の
先
後
と
が
同

一
で
な
く
な
る
。
そ
れ
を
祭
壇
上
の
位
置
で
示
す
こ
と
は
さ
ら
に
困
難
と
な
る
だ
ろ

う
。

　『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
二
年
「
秋
八
月
丁
卯
、
大
事
于
大
廟
躋
僖
公
逆
祀
」
は
中

国
や
朝
鮮
の
廟
議
で
常
に
言
及
さ
れ
て
き
た
。左
伝
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
是
に
於
て
夏
父
弗
忌
宗
伯
為
り
。
僖
公
を
尊
び
且
つ
明
を
見
て
曰
く
「
吾
れ
見

る
に
新
鬼
は
大
な
り
故
鬼
は
小
な
り
。
大
を
先
に
し
小
を
後
に
す
る
は
順
な

り
。
聖
賢
を
躋の

ぼ

す
は
明
な
り
。
明
・
順
は
礼
な
り
」
と
。
君
子
以
て
礼
を
失

す
と
為
す
。
礼
に
順
な
ら
ざ
る
無
し
。、
祀
り
は
国
の
大
事
な
り
。
而
れ
ど
も

之
を
逆
に
す
。
礼
と
謂
う
可
け
ん
や
。
子
、
斉
聖
な
り
と
雖
ど
も
父
に
先
だ

ち
て
は
食
わ
ざ
る
こ
と
久
し
き
。
故
に
禹
は
鯀
に
先
た
だ
ず
、
湯
は
契
に
先

た
だ
ず
。
文
武
は
不
窋
に
先
た
だ
ず
。
宋
は
帝
乙
を
祖
と
し
、
鄭
は
厲
王
を

祖
と
し
、
猶
お
祖
を
上

と
う
と

ぶ
。

　
魯
の
宗
廟
祭
祀
を
取
り
仕
切
る
宗
伯
の
夏
父
弗
忌
は
、
僖
公
の
霊
（
新
鬼
）
が
先

代
の
閔
公
の
そ
れ
（
故
鬼
）
よ
り
偉
大
に
〝
見
え
た
〟
の
で
上
位
に
し
た
の
で
あ
っ

て
礼
に
適
う
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
の
君
子
は
、
た
と
え
子
が
主
君
と

な
り
、
父
よ
り
偉
大
に
な
っ
て
も
父
へ
の
祭
祀
を
後
回
し
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の

で
、
文
公
の
祭
祀
が
礼
に
反
す
る
と
批
判
し
て
お
り
、
孔
子
は
「
逆
祀
」
と
断
じ
て

い
る
。

　
夏
父
弗
忌
は
僖
公
（
先
）
が
年
長
で
在
位
も
閔
公
（
後
）
よ
り
長
く
、そ
れ
を
「
聖
賢
」

の
証
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
君
子
に
よ
れ
ば
、
僖
公
は
閔
公
の
臣
下
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
君
主
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
年
長
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
閔
公

の
上
位
に
祀
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
天
子
と
な
っ
た
禹
と
湯
が
父
祖
を
尊

び
後
代
に
も
倣
わ
せ
、文
王
武
王
は
も
と
よ
り
宋
や
鄭
さ
え
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
君
子
は
、
魯
の
文
公
と
し
て
は
実
父
僖
公
よ
り
も
僖
公
の
先
君
閔
公
の
祭
祀

を
重
ん
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
、左
氏
伝
の
「
子
雖
斉
聖
不
先
父
食
」

に
お
け
る
「
子
」
と
「
父
」
の
関
係
は
血
縁
だ
け
で
な
く
、「
臣
、
君
を
継
ぐ
こ
と

猶
お
子
の
父
を
継
ぐ
が
ご
と
し
」（
孔
穎
達
の
疏
）
と
い
う
よ
う
に
、
東
晋
に
お
け
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る
恵
帝
・
懐
帝
、
愍
帝
と
元
帝
の
よ
う
な
即
位
の
序
列
も
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
左
伝
の
注
に
「
僖
是
れ
閔
が
兄
、
父
子
為
る
を
得
ず
、
嘗

て
臣
為
れ
ば
、
位
は
応
に
下
に
在
る
べ
き
も
、
閔
の
上
に
居
ら
し
む
、
故
に
逆
祀
と

曰
う
」
と
あ
り
、「
正
義
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、
即
位
の
先
後
関
係
が

擬
制
上
の
父
子
関
係
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
。兄
弟
は
兄
弟
、叔
姪
は
叔
姪
で
あ
っ

て
、
両
者
の
名
分
は
不
変
な
の
で
あ
る
。

　
　
父
子
昭
穆
を
異
に
す
。
兄
弟
の
昭
穆
故
に
同
じ
。
僖
・
閔
は
父
子
為
る
を
得
ず
、

同
に
穆
為
る
の
み
。
嘗
て
閔
は
僖
の
上
に
在
り
て
、
今
や
僖
を
升の

ぼ

せ
て
閔
に
先

だ
た
す
、
故
に
逆
祀
と
云
う
。
二
公
の
位
次
の
逆
は
、
昭
穆
の
乱
れ
に
非
ら

ざ
る
な
り
。
魯
語
に
云
く
「
将
に
僖
公
を
躋の

ぼ

さ
ん
と
し
、
宗
有
司
曰
く
、
昭

穆
に
非
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
弗
忌
曰
く
、
我
れ
は
宗
伯
為
り
、
明
た
る
者
は

昭
為
り
、
其
の
次
は
穆
為
り
、
何
ぞ
常
に
之
有
る
か
」
と

）
36
（

。
彼
の
閔
・
僖
昭

穆
を
異
に
す
る
が
似
き
所
の
者
の
如
き
は
、
位
次
の
逆
、
昭
穆
が
乱
れ
の
如
し
。

昭
穆
を
仮
り
以
て
之
を
言
う
。
昭
穆
を
異
に
す
る
を
謂
う
に
非
ざ
る
な
り
。

　
そ
れ
で
も
、君
臣
関
係
の
秩
序
の
根
本
と
し
て
、即
位
の
序
列
が
あ
べ
こ
べ
に
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
警
句
と
し
て
「
昭
穆
の
乱
れ
」
が
云
々
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
君
臣
の
義
と
昭
穆
の
序
と
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
は
、
兄
弟
を
同
一
世
代
と
す

る
か
別
と
す
る
か
判
断
基
準
が
決
定
的
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宋
と
明
で
は
起

こ
ら
な
か
っ
た
事
態
で
あ
る
が
、
叔
父
が
甥
を
継
い
だ
場
合
、
叔
父
の
神
主
が
甥
の

上
位
に
位
置
し
即
位
の
序
列
を
乱
す
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
祫

祭
に
お
い
て
、
叔
父
の
神
主
が
甥
の
子
の
神
主
と
同
じ
側
に
位
置
す
る
べ
き
と
主
張

す
る
理
由
は
、
世
代
（
昭
穆
）
が
異
な
る
の
で
甥
の
側
に
立
て
な
い
し
、
即
位
の
序

列
が
甥
よ
り
後
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
前
提
が
次
の
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
に
展
開
し
、

琉
球
王
朝
末
期
に
お
け
る
廟
制
提
言
に
つ
な
が
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
続
稿

に
て
扱
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
）　
孔
継
汾（
字
体
儀
、号
は
止
堂
あ
る
い
は
詩
礼
堂
）の
本
貫
は
曲
阜
。著
作『
闕
里
文
獻
考
』　

一
〇
〇
巻
が
『
清
史
稿
』
芸
文
志
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
孔
家
は
清
代
に
お
い
て
世
家
（
衍

聖
公
）
と
し
て
世
襲
の
封
を
受
け
て
お
り
、曲
阜
に
は
族
人
と
資
産
を
管
理
す
る
政
庁
（
孔

府
）
が
存
在
し
た
。

（
2
）　
蔡
徳
晋
（
字
仁
錫
）
は
、『
礼
儀
本
義
』
全
一
七
巻
の
著
者
。
江
蘇
省
無
錫
県
の
出
身

で
雍
正
丙
午
（
一
七
二
六
）
の
挙
人
。
明
末
清
初
の
万
斯
大
（
字
充
宗
）
の
学
問
を
継
承

し
つ
つ
、宋
明
の
所
説
を
相
互
に
検
証
し
、よ
り
緻
密
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。『
四

庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
二
〇
を
参
照
。

（
3
）　
本
紙
三
二
丁
（
袋
綴
）、
寸
法
は
縦
二
六
四
㎜
×
横
一
七
八
㎜
。
も
と
の
表
紙
が
和
紙

で
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
洋
紙
の
題
目
が
折
り
込
ま
れ
て
い
る
。
料
紙
に
つ
い
て
一
言
す
る

と
、
王
府
で
多
用
さ
れ
た
楮
紙
で
あ
り
、
地
合
い
が
良
く
な
い
の
で
琉
球
抄
造
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
る
。
原
本
で
は
な
く
写
し
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）　
徐
乾
学
『
読
礼
通
攷
』
全
一
二
〇
巻
、
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
全
二
六
二
巻
、
四
庫
全

書
本
を
参
照
。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
二
〇
、
同
巻
二
二
に
よ
る
と
、
徐
乾
学
は
江

蘇
省
崑
山
県
の
出
身
で
康
煕
庚
戌（
一
六
七
〇
）年
の
進
士
で
最
終
官
職
は
刑
部
尚
書
。「
伝

是
楼
」
に
お
け
る
多
大
な
蔵
書
と
多
く
の
学
者
の
協
力
も
あ
っ
て
完
成
し
た
。
そ
の
影
響

の
も
と
で
秦
蕙
田
の
『
五
礼
通
考
』
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
。
秦
蕙
田
は
金
匱
県
（
現

在
の
無
錫
市
）
出
身
で
乾
隆
丙
辰
（
一
七
三
六
）
の
進
士
。

（
5
）　『
御
纂
朱
子
全
集
』
全
六
六
巻
は
、
康
煕
五
二
年
（
一
七
一
三
）
の
奉
勅
撰
。『
四
庫
全

書
総
目
提
要
』
巻
九
四
子
部
儒
家
類
三
に
よ
る
と
、
朱
熹
の
所
説
は
語
録
や
文
集
な
ど
の

形
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
世
の
潤
色
や
改
竄
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、

朱
子
の
言
説
の
体
系
的
で
確
実
な
整
理
を
行
っ
た
と
い
う
の
が
本
書
で
あ
る
。

（
6
）　『
皇
清
経
世
文
編
』
は
、賀
長
齢
（
輯
）『
皇
朝
経
世
文
編
』
全
一
二
〇
巻
、葛
士
濬
（
輯
）

『
皇
朝
経
世
文
続
編
』
全
一
二
〇
巻
、
陳
忠
倚
（
輯
）『
皇
朝
経
世
文
三
編
』
な
ど
を
指
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
（
近
代
中
国
史
料
叢
刊
正
編
に
収
録
）。
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（
7
）　
円
覚
寺
の
平
面
図
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
先
王
廟
と
宗
廟
に
お
け
る
昭
穆

観
念
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
一
集
、
二
〇
一
七
年
九
月
）、【
図
３
】
を
参
照
。

（
8
）　
禘
祫
と
総
称
さ
れ
る
が
、
禘
祭
は
行
わ
れ
な
く
な
り
祫
祭
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
。
拙

稿
「
唐
宋
太
廟
祭
祀
の
変
容
―
禘
祭
と
祫
祭
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
六
集
、

二
〇
二
〇
年
二
月
）。

（
9
）　『
文
献
通
考
』
巻
九
四
宗
廟
考
四
の
巻
末
に
お
け
る
馬
端
臨
の
按
語
。

（
10
）　
金
子
修
一
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）、
一
〇
八
～

一
〇
九
頁
参
照
。

（
11
）　『
文
献
通
考
』
巻
九
一
宗
廟
考
「
朱
子
論
古
今
廟
制
曰
」
を
参
照
。

（
12
）　『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧
廟
議
状

　
本
朝
太
廟
制
」。

（
13
）　「
今
日
朝
廷
寄
寓
於
此
、
理
固
未
応
及
此
、
故
熹
今
擬
定
姑
就
権
宜
、
若
異
時
恢
復
、

還
反
旧
都
、
能
復
先
王
之
旧
、
則
左
昭
右
穆
、
各
得
其
所
」（『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧

廟
議
状

　
本
朝
太
廟
制
」）。

（
14
）　
以
下
、
元
代
の
記
述
は
、『
元
史
』
巻
七
四
、
祭
祀
三
、
宗
廟
上
を
参
照
。

（
15
）　
以
下
、
明
代
の
記
述
は
、『
明
史
』
巻
五
一
、
礼
志
五
（
宗
廟
、
禘
祫
、
時
享
）
を
参
照
。

（
16
）　『
宋
史
』
巻
一
〇
九
、
礼
志
九
、
宗
廟
之
制
。

（
17
）　『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
九
「
禘
祫
議
」。

（
18
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
（
7
）
前
掲
拙
稿
の
【
図
５
】
と
拙
稿
「
琉
球
王
朝
末
期

の
廟
議
―
寝
廟
と
太
廟
の
神
主
配
置
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
四
七
、二
〇
二
〇
年
三
月
）、

一
八
九
頁
を
参
照
。

（
19
）　『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。
晋
の
系
図
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
北
宋
の
廟
議
―
宗
廟

に
お
け
る
神
主
配
置
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
四
集 

、二
〇
一
九
年
三
月
）
の
【
系

図
３
】
を
参
照
。

（
20
）　『
通
典
』
巻
五
一
「
兄
弟
不
合
継
位
昭
穆
議
（
東
晋
）」。

（
21
）　『
晋
書
』
巻
六
八
、
賀
循
伝
。

（
22
）　『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。

（
23
）　
『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。

（
24
）　「
又
若
以
一
帝
為
一
世
、
則
不
祭
禰
、
反
不
及
庶
人
」（『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
）、「
如

此
四
代
之
親
尽
、
無
復
祖
禰
之
神
矣
」（『
通
典
』
巻
五
一
「
兄
弟
不
合
継
位
昭
穆
議
（
東

晋
）」）。

（
25
）　『
通
典
』
巻
五
一
「
兄
弟
不
合
継
位
昭
穆
議
（
大
唐
）」。
注

（19）
前
掲
拙
稿
五
二
頁
を
参
照
。

（
26
）　
唐
の
系
図
に
つ
い
て
は
、
注
（
19
）
前
掲
拙
稿
【
系
図
４
】
を
参
照
。

（
27
）　『
旧
唐
書
』
巻
二
五
、
礼
儀
五
。

（
28
）　『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
。

（
29
）　『
旧
唐
書
』
巻
二
五
、
礼
儀
五
。

（
30
）　
注
（
18
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）、
一
七
九
頁
を
参
照
。

（
31
）　「
至
於
晋
元
帝
以
琅
邪
王
而
事
恵
・
懐
・
愍
、
以
会
稽
王
而
事
成
帝
以
下
諸
君
、
君
臣

之
義
非
一
日
矣
。
一
旦
入
継
大
統
、
即
以
漢
世
祖
為
比
、
遽
欲
自
尊
、
而
於
其
所
嘗
事
之

君
於
行
為
侄
者
、
即
擯
之
而
不
親
祀
、
此
何
礼
邪
。
況
又
取
已
祧
之
遠
祖
復
入
廟
還
昭
穆

之
位
、
即
以
厳
事
宗
廟
者
、
不
幾
有
同
児
戯
乎
」（『
文
献
通
考
』
巻
九
二
宗
廟
考
二
、
馬

端
臨
の
按
語
）。

（
32
）　
注
（
18
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）、
一
五
七
頁
を
参
照
。

（
33
）　『
旧
唐
書
』
巻
二
五
、
礼
儀
五
。

（
34
）　『
旧
唐
書
』
巻
二
五
、
礼
儀
五
。

（
35
）　
注
（
7
）
前
掲
拙
稿
【
図
２
】
参
照
。

（
36
）　『
国
語
』
魯
語
上
第
四
。

〔
付
記
〕
本
稿
はJS

P
S

科
研
費
（JP

1
6
K

0
3
0
2
1

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
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